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議案第４６号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

１ 農業集落排水処理施設及び事業計画については、現行のとおり新市に引 ４ 水田農業経営確立対策事業については、新市において調整する。
き継ぎ 受益者分担金については 現行のとおりとし 使用料については ５ 農業近代化資金等利子補給及び認定農業者育成資金利子補給は渋川市の、 、 、 、
渋川市の例に用途区分「臨時用1 につき203円」を加える。 例による。â

また、水洗便所改造資金貸付制度等については、渋川市の例による。 ６ 農業基盤整備事業、園芸振興対策事業、畜産振興事業、及び林業振興事
調 整 方 針 ２ 農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進基本構想、地域農業マス 業については、現行のとおり継続し、新市において調整する。

タープラン及び森林整備計画については、新市において新たに策定する。
３ 農業振興対策及び担い手対策については、合併時に調整する。

また、遊休農地対策については、新市において調整し、市民農園事業に
ついては、現行のとおりとする。

現 況 調整理由・課題

１ 下水道（農業集落排水事業）
１【調整理由】

・ 農業集落排水事業について細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
は、良好な住環境の維持と自

(1)事業地区概 ○建設完了地区 該当なし 該当なし ○建設完了地区 ○建設完了地区 ○建設完了地区 然環境の保全の面から現行の
要 事業地区名 事業地区名 事業地区名 事業地区名 とおり新市に引継ぐものとす
H15.4.1現在 ・祖母島処理区 ・子持地区 ・樽地区 ・真壁地区 る。【 】

・上中郷地区 ・津久田地区 ・小室第１地区 受益者負担金については、
計画処理対象人口 ・下中郷地区 ・勝保沢地区 ・上箱田地区 受益者との既契約事項である

650人 ・北牧地区 ・棚下地区 ・下小室地区 ことから現行のとおりとし、
計画処理能力 ・浅田地区 ・溝呂木地区 使用料については、相違はあ

1,755 ／日 計画処理対象人口 るものの格差は少ないので、â
計画処理区域面積 計画処理対象人口 計画処理対象人口 7,420人 住民への影響に配慮し、平成

50 ha 11,390人 8,810人 計画処理能力 １６年度に料金改正をした渋
処理区域世帯 計画処理能力 計画処理能力 2,449 ／日 川市の例によるものとし、そâ

157世帯 3,075.3 ／日 2,379 ／日 計画処理区域面積 の用途区分に「臨時用」を加â â
処理区域人口 計画処理区域面積 209ha えることとする。

575人 345.7 ha ○建設計画地区 処理区域世帯 なお、水洗便所改造資金貸
水洗便所設置済世帯数 処理区域世帯 事業地区名 1,712世帯 付制度等については、制度的

134世帯 2,296世帯 ・横野中央地区 処理区域人口 に有利な渋川市の無利子の貸
。水洗便所設置済人口 処理区域人口 2,560人 6,396人 付制度に統一するものとする

437人 7,917人 認可済（施工中） 水洗便所設置済世帯数
水洗化率 85％ ・深山・長井小川田地区 1,309世帯 【課題】

1,600人 水洗便所設置済人口 ・ 合併後の事業計画地区は赤
・持柏木地区 560人 4,879人 城村の１村であるが、住民要
・宮田地区 620人 水洗化率 76.3％ 望等を考慮し、処理区域の統
・狩野々地区 400人 合や合併浄化槽等との比較検

討をし、効率的に事業推進に
(2)分担金 ○渋川市農業集落排水事業 該当なし 該当なし ○子持村営農業集落排水処 ○赤城村農業集落排水処理 ○北橘村営農業集落排水処 取り組む必要がある。

受益者分担金徴収に関す 理施設整備事業分担金徴 施設の設置及び管理に関 理施設整備事業分担金徴 ・ 建設計画も含め農業集落排
る条例 収条例 する条例 収条例 水施設が20施設になり、これ

○赤城村農業集落排水処理 ら施設の維持管理体制及び運
・処理区 １戸当たりの分 ・処理区 １戸当たりの分 施設の設置及び管理に関 ・地区名 新規加入分担の 転経費、また、各施設で発生

担金 担金［賦課年度］ する条例施行規則 額 公共ます１口につき する汚泥の処分等の検討が必（ ）
要である。

祖母島の一部 290,000円 吹屋・白井地区 ・地区名 新規加入分担の 真壁地区 160,000円
186,209円 H.2 額 公共ます１口につき 小室第１地区 173,000円［ ］ （ ）

上中郷地区 上箱田地区 180,000円
281,590円 H.4 樽地区 409,500円 下小室地区 180,000円［ ］

下中郷地区 津久田地区 273,000円
281,590円 H.4 勝保沢地区 367,500円 ○北橘村農業集落排水処理［ ］

浅田地区 棚下地区 409,500円 施設の設置及び管理に関
340,741円 H.8 溝呂木地区 する条例［ ］

北牧地区 施工中につき未定 ・工事完了後における新規（ ）
298,443円 H.8 加入分担金［ ］

公共ます１口につき
270,000円
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議案第４６号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(3)使用料 ○渋川市農業集落排水施設 該当なし 該当なし ○子持村農業集落排水施設 ○赤城村農業集落排水施設 ○北橘村農業集落排水施設
H16.4.1現在 の設置及び管理に関する の設置及び管理に関する の設置及び管理に関する の設置及び管理に関する【 】

条例 条例 条例 条例

基本使用料 1ヶ月につき 基本使用料（月当たり） ＜一般用＞ ＜一般用＞（ ）
8 まで 660円 10 まで 900円 従 基本料金（2ヶ月） 基本料金（2ヶ月）â â

超過使用料（1 につき） 量料金（1 につき） 2,100円 2,100円â â
8 を超え40 まで 11 以上40 以下 従量料金（1 につき） 従量料金（1 につき）â â â â â â

105円 100円 1 ～60 63円 1 ～60 63円â â â â
40 を超え100 まで 40 以上100 以下 61 ～200 78円 61 ～200 78円â â â â â â â â

118円 110円 201 ～ 94円 201 ～ 94円â â
101 以上 131円 100 以上 120円â â

＜共用給水装置＞ ＜共用給水装置＞
基本料金（2ヶ月） 基本料金（2ヶ月）

1,575円 1,575円
従量料金 従量料金
1 につき 63円 1 につき 63円â â

＜臨時用＞ ＜臨時用＞
従量料金 従量料金
1 につき 157円 1 につき 157円â â

â â â â・一般家庭で１ヶ月30 ・一般家庭で１ヶ月30 ・一般家庭で１ヶ月30 ・一般家庭で１ヶ月30
使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料

2,970円／月 2,900円／月 2,940円／月 2,940円／月

(4)水洗便所 ○水洗便所改造資金貸付条 該当なし 該当なし 該当なし ○赤城村宅内排水設備融資 該当なし
改造資金貸付 例 利子補給金要綱
制度等 （貸付額） （利子補給金の限度）

第5条 資金の貸付額は、 第3条 融資を受けた融資
当該工事1件につき 額の100万円を限度

480,000円の範囲以内と 供用開始から3年以内に
する。 接続 3％

4年から6年以内に接続
2 ％

(利子補給金の期間)
第4条 融資を受けた日か

ら3年間とする。
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議案第４６号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２【調整理由】２ 農業振興計画等
・ 農振整備計画は、優良農用

地の確保、保全と地域におけ細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
る農業振興を推進するため農

(1)農業振興 ・地域指定年月日 ・地域指定年月日 ・地域指定年月日 ・地域指定年月日 ・地域指定年月日 ・地域指定年月日 振法第８条の規定により新市
地域整備計画 昭和46年10月8日 昭和46年10月8日 昭和46年11月8日 昭和48年7月26日 昭和45年9月25日 昭和46年10月8日 において新たに策定する。

・計画認定年月日 ・計画認定年月日 ・計画認定年月日 ・計画認定年月日 ・計画認定年月日 ・計画認定年月日 基本構想及びマスタープラ
昭和49年6月13日 昭和49年4月8日 昭和47年9月22日 昭和49年5月27日 昭和46年12月27日 昭和47年9月22日 ンについては、農業経営基盤

・農業振興地域内農地 ・農業振興地域内農地 ・農業振興地域内農地 ・農業振興地域内農地 ・農業振興地域内農地 ・農業振興地域内農地 強化促進法に基づき、認定農
794.35ha 1,054.72ha 1,563ha 1,058.60ha 6,551ha 988.40ha 業者の育成に関する基本方針

・農用地区域 690.95ha ・農用地区域 104.87ha ・農用地区域 194ha ・農用地区域 788.68ha ・農用地区域 1,534ha ・農用地区域 860.42ha 及び育成目標、女性農業者の
育成・参画、担い手への農用

(2)農業経営基 ・策定年月日 なし ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日 地の利用集積、年間活動計画
盤の強化促進 平成7年2月28日 平成7年1月24日 平成7年1月24日 平成7年1月24日 平成7年1月24日 及び事業導入計画等を策定す
に関する基本 ・変更年月日 ・変更年月日 ・変更年月日 ・変更年月日 ・変更年月日 るものとし、森林整備計画に
構想 平成12年12月25日 平成12年5月19日 平成12年3月 平成12年5月19日 平成12年4月3日 ついては、地域の実情に即し

・営農類型 12経営体 ・営農類型 7 経営体 ・営農類型 15経営体 ・営農類型 13経営体 ・営農類型 11 経営体 た森林整備を推進するため具
・ 30% ・ 10% ・ 60% ・ 44% ・ 45% 体的な森林施業等を明らかに農用地利用面積の目標 農用地利用面積の目標 農用地利用面積の目標 農用地利用面積の目標 農用地利用面積の目標
・目標年間所得（１経営体 ・目標年間所得（１経営体 ・目標年間所得（１経営体 ・目標年間所得（１経営体 ・目標年間所得（１経営体 するため森林法第１０条の５

あたり） 900万円 あたり） 730万円 あたり） 740万円 あたり） 750万円 あたり） 700万円 の規定により市町村森林整備
・目標年間労働時間（主た ・目標年間労働時間（主た ・目標年間労働時間（主た ・目標年間労働時間（主た ・目標年間労働時間（主た 計画をたてることとされてい

る農業従事者１人あた る農業従事者１人あた る農業従事者１人あた る農業従事者１人あた る農業従事者１人あた る。
り） 2,000時間 り） 2,000 時間 り） 2,000時間 り）1,800～2,000時間 り） 2,000時間

【課題】
(3)地域農業 ・策定年月 なし ・策定年月 ・策定年月 ・策定年月 ・策定年月 ・ 都市計画マスタープランや

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 平成12年4月 平成12年4月 平成12年6月 平成12年5月 平成12年4月 各地域における農業特性、土
・変更年月 ・変更年月 ・変更年月 ・変更年月日 ・変更年月 地利用の動向、地域の人口及

平成16年4月 平成16年4月 平成16年4月 平成16年4月 平成16年4月 び産業の将来の見通し等考慮
し、県の農振地域指定との整

。３ 農業振興対策 合性を図らなければならない
・ 基本構想及びマスタープラ

ンについては、各市町村の地細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
域特性があるが新市における

(1)農地流動化 ○農地流動化地域総合推進 なし ○農地流動化地域総合推進 なし ○農地流動化地域総合推進 ○農地流動化地域総合推進 目標を設定しなければならな
地域総合推進 事業（農地銀行活動） 事業 事業（農地銀行活動） 事業 い。
事業（農地銀 ・貸し手、借り手の情報収 ・貸し手、借り手の情報収 ・貸し手、借り手の情報収 ・貸し手、借り手の情報収
行活動） 集、掘り起こし活動の推 集、掘り起こし活動の推 集、掘り起こし活動の推 集、掘り起こし活動の推

進 進 進 進 ３【調整理由】
、事業費60,000円 事業費100,000円 ・ 農業振興対策等については

補助金30,000円(1/2補助) 補助金 50,000円(1/2補助) 基本構想を達成するため農業
委員を核に認定農業者、担い
手への農用地の利用集積や作

(2)認定農業者 ○渋川市認定農業者農用地 なし ○小野上村認定農業者農用 ○子持村認定農業者農用地 ○赤城村認定農業者農用地 ○北橘村認定農業者農用地 業委託を促進し利用権設定を
農用地利用集 利用集積促進奨励金交付 地利用集積促進奨励金交 利用集積促進奨励金交付 利用集積促進奨励金交付 利用集積促進奨励金交付 推進するため積極的に活用す
積促進奨励金 事業 付事業 事業 事業 事業 べきであるが、各市町村にお
交付事業 ・内容 ・内容 ・内容 ・内容 ・内容 いて奨励金の交付基準に差異

認定農業者の育成・確保 認定農業者の育成・確保 貸し手 県1/2 村1/2 認定農業者の育成・確保 認定農業者の育成・確保 があり、また、単独の補助制
及び農用地の利用集積を 及び農用地の利用集積を 新規 再設定 期間 及び農用地の利用集積を 及び農用地の利用集積を 度を取り入れている村もある
推進し、農業の振興を図 推進し、農業の振興を図 3～5 5,000 3,000 3,000 推進し、農業の振興を図 推進し、農業の振興を図 ため調整が必要であり、農業
る。 る。 6～9 15,000 6,000 6,000 る。 る。 経営改善支援センターについ
借り手 県1/2 市1/2 奨励金の上限 10～ 20,000 12,000 8,000 借り手 県1/2村1/2 借り手 県1/2村1/2 ては、農業経営の改善を計画(10a当たり)
貸し手市2/2 借り手 県1/2 村1/2 （10a当たり円） 通年（新規）期間 通年（新規）期間 的に進めようとする意欲ある

通年（新規）期間 通年（新規）期間 一定要件を満たした者に貸 6～9 12,000 4,000 6～9 12,000 4,000 農業者に対し、相談、支援活
6～9 12,000 4,000 6～9 12,000 4,000 し出した農地所有者（貸し 10～ 16,000 6,000 10～ 16,000 6,000 動を実施する窓口として設置

10～ 16,000 6,000 10～ 16,000 6,000 手）に交付 通年（再設定） 通年（再設定） する必要がある。
通年（再設定） 通年（再設定） ＊新規・再設定は通年借地 6～9 6,000 6～9 6,000 なお、旧市町村の組織は支

6～9 6,000 6～9 6,000 村単独 10～ 10,000 10～ 10,000 部組織として継続させる方向
10～ 10,000 10～ 10,000 ・要件 経営耕地面積 10a当たり円 10a当たり円 で調整する。（ ） （ ）

（10a当たり円） （10a当たり円） 2.07ha以上 連担化加算あり 連担化加算あり （次ページへ続く）
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議案第４６号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

・ 認定農業者協議会支援は、細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
先進的技術の導入等を含む生

・交付対象者 認定農業者 連担化加算あり ・交付対象者 認定農業者 ・交付対象者 認定農業者 産方式や経営管理の合理化等
・要件 経営耕地面積 ・交付対象者 認定農業者 ・要件 経営耕地面積 ・要件 経営耕地面積 の経営改善方策や研修会等の

― ha以上 ・要件 経営耕地面積 2.4ha以上 1.6ha以上 開催を支援するため、新市一
。0.81ha以上 体で取り組めるよう調整する

・ 遊休農地対策については、
、農業従事者の減少及び高齢化

兼業農家の増加、農産物価格
の低迷等で遊休農用地及び耕
作放棄地が増大しているため

(3)農業経営改 ○農業経営改善支援ｾﾝﾀｰ なし ○農業経営改善支援ｾﾝﾀｰ ○農業経営改善支援ｾﾝﾀｰ ○農業経営改善支援ｾﾝﾀｰ ○農業経営改善支援ｾﾝﾀｰ 防止対策が求められており、
善支援センタ ・認定農業者制度の啓発、 ・認定農業者制度の啓発、 ・認定農業者制度の啓発、 ・認定農業者制度の啓発、 ・認定農業者制度の啓発、 市民農園事業については、市
ー活動 認定までの指導等 認定までの指導等 認定までの指導等 認定志向農業者に対する説 認定までの指導等 民のリクリエーション等健康

明会の開催等認定農業者の 的でゆとりある生活を確保す
認定までの指導等 るとともに遊休農地解消対策

にもなるため新市においても
現行のとおりとする。４ 担い手対策

【課題】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 新市の農業委員の人数によ

(1) 認定農業者 ○認定農業者協議会支援事 なし なし ○認定農業者協議会支援事 なし ○認定農業者協議会支援事 っては、農地流動化推進員が
協議会支援事 業 業 業 必要になる。
業 ・内容 ・内容 ・内容 ・ 農業経営改善支援センター
H16.4.1現在 認定農業者協議会運営費 認定農業者協議会運営費 認定農業者協議会運営費 を本庁、各支所及びＪＡ等全【 】

補助 補助 補助 地区に設置することが望まし
定額補助 定額補助 定額補助 い。

・支出先 協議会 ・認定農業者数 ― 人 ・認定農業者数 1 人 ・支出先 協議会 ・認定農業者数 70人 ・支出先 協議会 ・ 認定農業者協議会が設置さ
、 、・認定農業者数 30人 ・認定農業者数 62人 ・認定農業者数 35人 れていない町村もあり また

統合した場合に支部組織を設
けるか検討が必要である。５ 遊休農地対策

・ 遊休農地の解消については
農地流動化事業、利用集積事細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
業等の活用及び農業委員会と

(1)遊休農地 【市単独】 なし ○ガンバル農地再生特別対 【村単独】 ○ガンバル農地再生特別対 ○ガンバル農地再生特別対 も連携し、対策を講じる必要
対策 ○遊休桑園畑地化助成事業 策事業 ○子持村農地流動化助成金 策事業 策事業 がある。

内容：桑園の抜根・土改 ・内容：施設整備 ・内容：借り手に支給 補助率：県1/3 村1/6 ・内容：施設整備
剤補助 補助率：県1/3 村1/4 農業者 認定農業者 内容：施設整備 県1/3 村1/4

補助率：25,000円/10a 交付先：生産組織 3～5 3,000 5,000 （パイプハウス等） 交付先：生産組織
支出先：農協 6～ 6,000 10,000 支出先：営農集団・農協

貸借期間終了後助成

(2)市民農園 ○市民農園事業 該当なし 該当なし 該当なし ○ふれあい農園事業 ○ふれあい農園事業
事業 内容 内容 内容

遊休農地の活用と農業 遊休農地の活用と農業 遊休農地の活用と農業
への理解 への理解 への理解

面 積 9,910㎡ 面 積 7,092㎡ 面 積 4,326㎡
区画数 188区画 区画数 90区画 区画数 55区画
１区画 30㎡ １区画 50㎡ １区画 50㎡
使用料 2,500円 受講料 2,000円 受講料 3,000円
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議案第４６号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 水田農業経営確立対策事業

４【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 水田農業経営確立対策事業

(1)景観形成 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 なし なし ○群馬の水田農業推進事業 なし については、H16年度から水田
作物推進 「景観形成作物推進」 「景観形成作物推進」 「景観形成作物推進」 農業構造改革対策事業に制度

・内容：作付 12000円/10a ・内容：種子、肥料の配布 ・内容：作付 12000円/10a が変更され生産調整方式、計
支出先：農協 希望農家へ 支出先：農協 6000円 画策定及び助成制度等、新市

。において調整することとする
(2)飼料用稲 ○群馬の水田農業推進事業 なし なし なし なし なし

作付推進 「飼料用稲作付拡大」 【課題】
内容：作付40000円/10a ・ 地域水田農業ビジョンの策
支出先：営農集団・酪農 定、水田農業推進協議会の統
家 一、米生産目標数量の配分方

法及び協議会構成員等につい
(3)とも補償 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 ○群馬の水田農業推進事業 て検討が必要である。

推進事業 「とも補償推進活動」 「とも補償推進活動」 「とも補償推進活動」 「とも補償推進活動」 「とも補償推進活動」 「とも補償推進活動」 ・ 市町村単独の水田農業確立
・内容：県農家拠出の1/5 ・内容：県農家拠出の1/5 ・内容：県 800円 ・内容：県農家拠出の1/5 ・内容：県農家拠出の1/5 ・内容：県800円村残額の 対策事業についても、新制度

市農家拠出の1/4 町農家拠出の3/5 村 1,100円 村農家拠出の1/4 村県助成残額2/3 2/3/10a のもとで目標達成が可能にな
・支出先：農協（個人） ・支出先：農協（個人） ・支出先：農協（個人） ・支出先：農協（個人） ・支出先：農協（個人） ・支出先：農協（個人） るよう検討しなければならな

い。
(4)水田農業 【市単独補助】 なし なし なし 【村単独補助】 【村単独補助】

確立対策 ○水田農業確立対策集落推 ○水田農業確立対策集落奨 ○転作目標達成組合報償費
(市町村単独) 進事業 励金交付事業 ・補助率：定額500,000円

・補助率：支部推進 ・補助率：村単、戸当たり 農事支部(29支部)
均等割5000円＋ 200円。 ・一律10,000円と達成地区

転作面積割500円/10a ・その他農事支部の減反目 については、面積割り按
・団地化推進 標面積が達成された支部 分補助

団地転作5000円/10a は、戸当たり600円加算 ・生産調整目標達成者１㎡
支出先：農協(支部・個 及び一律20,000円平等割 当たり１０円、集団転作
人） 支給 実施者には加算１㎡当た

・支出先：農事支部 り１０円

７ 農業近代化資金等利子補給

５【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 農業近代化資金助成法に基

(1) 農業近代化 ○農業近代化資金等利子補 なし ○農業近代化資金等利子補 ○農業近代化資金等利子補 ○農業近代化資金等利子補 ○農業近代化資金等利子補 づき実施されている利子補給
資金等利子補 給事業 給事業 給事業 給事業 給事業 制度であり、利子補給率に差
給事業 ・ 内容 ・内容 ・内容 ・内容 ・内容 異があるため2.0%と有利であ

利子補給率2%以内 利子補給率2%以内 利子補給率2%以内 利子補給率1.5%以内 利子補給率1.5%以内 る渋川市外２村の利子補給制
・支出先 農協 貸付機関 ・支出先 農協 貸付機関 ・支出先 農協 貸付機関 ・支出先 農協 貸付機関 ・支出先 度に統一し、スーパーＬ資金（ ） （ ） （ ） （ ）

農協他(貸付機関） 利子補給については、認定農
業者が認定計画に従い農業経

(2) 認定農業者 ○認定農業者育成資金利子 なし なし ○認定農業者育成資金利子 ○認定農業者育成資金利子 ○認定農業者育成資金利子 営の改善が円滑に行われるよ
育成資金利子 補給（スーパーＬ資金） 補給（スーパーＬ資金） 補給（スーパーＬ資金） 補給（スーパーＬ資金） う必要な資金の利子補給制度
補給 市0.4% 村：0.4% 県0.63％ 村0.20％ 県0.63％ 村0.20％ で、農業経営基盤強化促進法

に基づき実施しているが、利
子補給率に差異があるため0.4
%と有利である渋川市及び子持

。村の利子補給制度に統一する
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議案第４６号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

８ 農業基盤整備事業

６【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 農業基盤整備事業等につい

(1)農地費関係 なし なし なし なし ○赤城西麓土地改良事業 ○赤城西麓土地改良事業 ては、農地費関係負担金は土
事業負担金 ・受益面積 800ha ・受益面積 94ha 地改良事業完了地区及び事業

継続地区の負担金等であり、
○群馬用水土地改良事業 なし なし ○群馬用水土地改良事業 ○群馬用水土地改良事業 ○群馬用水土地改良事業 土地改良事業等の継続事業に
・受益面積 294ha ・受益面積 540ha ・受益面積 132.1ha ・受益面積 449ha おいても、補助率及び受益者

分担金はすでに決定している
なし なし なし なし なし ○県営富士見・北橘土地改 ため現行のとおりとし、新規

良事業 事業については事業採択時に
・受益面積 64ha 新市において調整する。

また、園芸振興対策事業に
なし なし なし なし ○県営持柏木地区担い手育 なし ついては、基本構想における

成型畑地帯総合整備事業 各種営農類型においても園芸
・受益面積 88.6ha 作物を組み込んだ複合経営に

なっており、地域農業マスタ
なし なし なし なし ○県営横野地区農村活性化 なし ープランに即した渋川地区の

住環境整備事業 地域特性を活かした振興対策
・受益面積 186ha が必要であり、畜産振興事業

については、環境保全機能の
(2)団体営土地 ○団体営基盤整備促進事業 なし なし なし なし なし 維持向上をめざした生産基盤

改良事業 ・五輪平地区 及び防疫体制の強化を図る必
内容：ほ場整備 要があり、林業振興事業につ
事業主体：土地改良区 いては、林業経営の安定化を
補助率：国 50% 図り、木材生産、椎茸や山菜

県 25% 等林産物の生産基盤の整備、
市 18.5% 人工林の間伐、有害鳥獣駆除

幹線農道：市 25% 及び森林病害虫防除対策や林
・行幸田北部地区 道網整備等の推進が必要であ

内容：ほ場整備 るが、各市町村の事業に対す
事業主体：土地改良区 る施策が異なるため、調整が
補助率：国 50% 必要となる。

県 25%
市 18.5% 【課題】

幹線道路：市 25% ・ 各市町村ごとに複数の生産
対策事業があるが、品質の向

(3)小規模土地 ○小規模土地改良事業 ○小規模土地改良事業 ○小規模土地改良事業 ○小規模土地改良事業 ○小規模土地改良事業 ○小規模土地改良事業 上を図り、生産物の特産化及
改良事業 ・内容：農道整備・かんが ・内容：農道整備・かんが ・内容：農道･ほ場整備､用 ・内容：農道・かんがい排 ・内容：農道工事費 ・内容：農道整備・かんが びブランド化を推進していく

い排水工事 い排水工事 水路 水工事費等補助 ・事業主体：村 い排水工事 必要がある。
・事業主体：市 ・事業主体：町 ・事業主体：村30～70％ ・事業主体：村 ・補助率：県45% ・事業主体：村 ・ 糞尿処理、家畜環境保全及
・補助率：県45% ・補助率：県45% ・14年度 かんがい排水 ・補助率：県45% ・内容：畑かん施設導入事 ・補助率：県40～45% び防疫体制を充実させ生産体

17,000,000円 業費補助金 制を強化する必要がある。ま
・補助率：県45％ ・交付先：農協 た、行政だけでなく、ＪＡと(132,000円)

・補助率：県40% 村10% の連携も重要である。
・ 有害鳥獣駆除対策について

(4)農道整備事 ○県営ふるさと農道緊急整 なし ○県営ふるさと農道緊急整 ○県営ふるさと農道緊急整 ○県営ふるさと農道緊急整 ○県営ふるさと農道緊急整 は市町村主体と猟友会主体な
業 備事業 備事業(県営東･小野上線) 備事業 備事業 備事業 どがあり、また、被害がカラ

・内容：農道整備 ・内容：農道整備 ・内容：農道整備 ・内容：農道整備 ・内容：農道整備 ス、猪、鹿等様々であるため
・負担割合：県70% 県70% 村30% ・負担割合：村30% ・負担割合：県70% ・負担割合：県70% 対応の検討が必要である。

村30% ・交付先：県 ・交付先：県 村30% 村30% ・ 松くい虫防除対策における
・交付先：県 ○農村総合整備事業 ○ ・交付先：県 ・交付先：県 樹種転換事業においては、面県営三角農免農道整備事業

・農道整備 57,900,000円 ・内容：農道整備 19,650,000円 積が広大になり対応しきれな
・補助率：国50％県20％ ・補助率：国50% いため、地域指定等の検討が

・県2/6 村1/6＋事務費50% 必要である。

認定路線 ― 路線 認定路線 1 路線 認定路線 ― 路線 認定路線 ― 路線 認定路線 6 路線 認定路線 ― 路線
延長 ― ｍ 延長 233 ｍ 延長 ― ｍ 延長 ― ｍ 延長 1,867 ｍ 延長 ― ｍ
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議案第４６号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

９ 園芸振興対策事業

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)野菜生産 ○ ぐんまの野菜２００１ なし ○ 色あざやかな群馬の花 ○蚕糸園芸振興事業 ○ ぐんまの野菜２００１ ○ガンバル農地再生特別対「 」 「 」 「 」
対策事業 生産対策事業 ステップアッフﾟ事業 ・内容：生産施設及び集出 生産対策事業 策事業

・内容：機械施設整備 ・内容：機械整備 荷機械整備等 ・内容：機械施設整備等 ・内容
・補助率：県 1/3 市1/10 ・補助率：県1/3 村1/10 ・補助率：県1/3 村なし ・補助率：県補助 1/3 ・補助率：県1/3 村1/4
・支出先：営農集団 ・支払先：生産者組合 ・支出先：営農集団 村は 県費補助金の1/2 ・支出先：生産組織

「 」 「 」 「 」(2)果樹等生産 ○おいしい ぐんまの果樹 なし ○ガンバル農地再生特別対 ○新規作物導入推進事業 ○おいしい ぐんまの果樹 ○おいしい ぐんまの果樹
対策事業 産地基盤強化事業 策事業 ・内容：茶苗、果樹苗購入 産地基盤強化事業 産地基盤強化事業

・内容：施設整備 予冷庫 ・内容：苗木購入・施設 補助 ・内容：施設整備 ・内容：施設整備（ ）
・補助率：県1/3市1/10 ・支出先：生産者組合 ・補助率：1/3 （防鳥ネット等） （果樹棚他）
・支出先：営農集団 ・交付先：子持村茶生産組 ・補助率：県1/3 ・補助率：県 1/3 村1/4

合、子持村フル 村は県の1/2 ・支出先：営農集団
ーツ生産組合 ・支出先：営農集団 生産組織

「 」(3)花卉生産 なし なし なし 【村単独事業】 ○花壇苗導入助成事業 ○ 色あざやかな群馬の花
対策事業 ○ ・内容：景観対策として、 ブランド化推進対策事業蔬菜園芸優良種苗導入事業

・内容：花卉優良種苗導入 花苗の導入事業 ・内容：施設整備事業
事業 ・補助金：県1/7 村6/7 ・補助率：県 1/3 村1/4

・補助金：定額 ・支払先：花卉園芸組合他

(4)その他対策 なし なし なし 【村単独事業】 ○園芸特産物ブランド産地 【村単独事業】
事業 ○ 強化対策事業 ○畑作振興対策事業蔬菜園芸優良種苗導入事業

・内容：園芸優良種苗導入 ・内容：推進事業 ブロッコリー等4品目対象
事業（いちご） ・補助率：県1/2 村なし ・補助率：定額

・補助金：定額 ・支出先：農協 ・支出先：生産者協議会

なし なし なし ○茶生産振興事業 ○群馬のおもしろ特産物生 なし
・内容：茶苗購入補助 産対策事業
・補助率：2/3 ・内容：機械施設整備

（県1/3,村1/3） ・補助率：県1/3
・交付先：子持村茶生産組 村 県の1/2

合 ・支出先：営農集団

なし なし なし なし ○軟化そ菜振興事業 なし
・内容：優良品種導入補助

定額補助
・支出先：農協
・補助率：村単1/3以内

１０ 畜産振興事業

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)家畜衛生 なし なし ○家畜伝染病予防事業 ○家畜伝染病予防事業 ○赤城家畜診療所運営事業 ○家畜防疫補助【村単独】
事業 ・内容：ｱｶﾊﾞﾈ病・ﾌﾞﾙｾﾗ 【村単独 （定額） ・内容：診療所運営費補助 村1/3】

結核・ﾖｰﾈ病 ・支出先：運営協議会 定額補助 ・支出先：畜産家
・支払先：自衛防疫協議会 ・補助率：ＪＡ養豚部子持 ・支出先：運営協議会 ○家畜防疫互助基金造成等

支部 ・補助率：村、農業共済連 支援事業【村単独】
ＪＡ定額補助 ・農家拠出金 村1/2

○オーエスキー病防疫事業 ・支出先：養豚組合
・内容：予防注射補助 ○牛海綿状脳症関連緊急対

定額補助 策資金利子補給【村単独】
・支出先：自衛防疫協議会 ・融資見込額×0.012
・補助率：村単、24円/頭 ・支出先：畜産農家
○牛海綿状脳症関連緊急対

【 】策資金利子補給金 村単独
・融資見込額×0.012
・支出先：畜産農家
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議案第４６号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(2)酪農ヘルパ 【市単独】 なし なし ○畜産ヘルパ－活用促進事 なし なし
ー事業 ○酪農ヘルパ－制度利用促 業

進事業 ・内容：実績支払い
・内容：ヘルパ－利用補助 ・支出先：酪農部（個人）
・補助率：1/3
・支出先：酪農振興協議会

（個人）

(3)家畜導入 【市単独】 なし なし なし ○優良乳牛導入事業 ○優良肉用牛肥育素牛導入
事業 ○優良家畜導入事業 【村単独】 事業

・内容：肉牛・乳牛 ・内容：優良乳牛導入補助 ・補助率：県10％村10％
豚の導入費補助 ・補助率：1/3 ・支出先：肥育農家

1/4（上限あり） ・支出先：農協（組合）
・支出先：農協（個人） ○ぐんまの養豚生産体制確
【市単独】 立整備事業
○ＢＳＥ対策経営支援事業 ・内容：優良種豚導入

（優良牛導入対策） ・補助率：県定額(導入価
・内容：肉牛・乳牛・豚の 格の1/6以内)

導入費補助 1/4 村県費補助金同額
（上限あり） ・支出先：農協

・支出先：農協（個人）

(4)畜産環境保 【市単独】 なし なし なし ○生産振興総合対策事業 ○家畜尿処理施設整備事業
全対策事業 ○家畜ふん尿処理施設整備 ・内容：家畜尿処理施設 ・内容：国1/2県1/6

事業 ・内容：国1/2県1/6 村1/10
・内容：ﾘｰｽ事業ﾘｰｽ料 村1/10 ・支出先 環境保全組合

一部補助 ３年間 ・支出先：環境保全組合 ○畜産有機質資源確立対策（ ）
市30% （２組合） 事業

・支出先：農協（個人） ・内容：家畜糞尿処理施設
【市単独】 設置費補助
○畜産環境対策事業 県1/3村1/4
・内容：脱臭剤等薬剤購入 ・支出先：利用組合

費補助 1/3
・支出先：農協（個人）
【市単独】
○畜産振興関係事業
・内容：殺虫剤の現物支給

(5)畜産振興 なし なし なし ○放牧事業【村単独】 ○畜産振興協議会活動事業 ○地域肉豚生産安定基金
助成事業 ・内容：放牧費助成 ・内容：協議会運営補助 【村単独】

定額補助 定額補助 ・農家拠出金 村1/2
・補助率：村単、定額 ・補助率：村単、定額 ・支出先：養豚組合
・支出先：酪農部 ・支出先：協議会 ○畜産振興奨励補助金

【村単独】定額補助
・支出先：畜産組合
○養豚生産基盤強化支援事

業
・県14％村19.3％
・支出先：養豚組合
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議案第４６号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

１１ 森林整備計画

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)市町村森林 ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日 ・策定年月日
整備計画 平成14年3月29日 平成14年3月29日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成14年3月29日 平成14年4月1日

・計画期間 ・計画期間 ・計画期間 ・計画期間 ・計画期間 ・計画期間
平成14年4月1日～ 平成14年4月1日～ 平成14年4月1日～ 平成14年4月1日～ 平成14年4月1日～ 平成14年4月1日～
平成24年3月31日 平成24年3月31日 平成24年3月31日 平成24年3月31日 平成24年3月31日 平成24年3月31日

・区域内森林面積 1,918ha ・区域内森林面積1,774 ha ・区域内森林面積 2,203ha ・区域内森林面積 2,209ha ・区域内森林面積 4,431ha ・区域内森林面積 224ha
・整備計画面積 ・整備計画面積 ・整備計画面積 ・整備計画面積 ・整備計画面積 ・整備計画面積

水土保全林 695ha 水土保全林 1,201ha 水土保全林 2,203ha 水土保全林 1,228ha 水土保全林 2,726ha 水土保全林 43ha
森林と人との共生林 森林と人との共生林 森林と人との共生林 森林と人との共生林 森林と人との共生林 森林と人との共生林

160ha 498ha ― ha 256ha 193ha 132ha
資源の循環利用林 185ha 資源の循環利用林 ― ha 資源の循環利用林 ― ha 資源の循環利用林 129ha 資源の循環利用林 345ha 資源の循環利用林 49ha

１２ 林業振興事業

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)間伐促進事 ○市単間伐促進対策事業 ○県単間伐促進対策事業 ○村単間伐促進対策事業 ○村単間伐促進対策事業 なし なし
業 ・内容：間伐促進費補助 ・内容：間伐促進費補助 ・内容：間伐促進費補助 ・内容：間伐促進費補助

市2/10 県5/10・町2/10 村2/10 村2/10
・交付先：渋川地区森林組 ・交付先：渋川地区森林組 ・交付先：渋川地区森林組 ・交付先：渋川地区森林組

合 (730,400円 合 合 合）

(2)有害鳥獣駆 ○有害鳥獣駆除対策事業 ○有害鳥獣駆除対策事業 なし ○有害鳥獣駆除対策事業 なし ○有害鳥獣駆除対策事業
除対策補助事 ・内容：銃器駆除補助 ・内容：罠・銃器駆除補助 ・内容：銃器駆除補助 ・内容：電柵設置(鹿用)
業 県1/2 市1/5 県1/2 町1/2 ・交付先：鳥獣被害団体 県1/2 村1/2

(１４年度まで補助 定額 ○有害鳥獣駆除対策事業
１５年度から市事業） ・交付先：猟友会 ・内容：随時対応するため

年間定額村単独補
助

・交付先：北橘村猟友会

(3)森林整備担 ○森林整備担い手対策事業 ○森林整備担い手対策事業 ○森林整備担い手対策事業 ○森林整備担い手対策事業 ○森林整備担い手対策事業 なし
い手対策事業 ・内容：林業従事者の共済 ・内容：林業従事者の共済 ・内容：林業従事者の共済 ・内容：林業従事者の共済 ・内容：林業従事者の共済

掛金の一部助成 掛金の一部助成 掛金の一部助成 掛金の一部助成 掛金の一部助成
県1/2 市1/5 県1/2 町 1/10 県1/2 村1/10 県1/2 村1/5 県1/2 村1/5

・交付先：団体 ・交付先：団体 ・交付先：団体 ・交付先：林業組合 ・交付先：団体
○森林整備地域活動支援交 ○森林整備地域活動支援交 ・補助率：県、村(林業退
付金事業 付金事業 職金、共済掛金
・内容：森林整備の推進 ・内容：森林整備の推進 の一部補助)

国1/2 県1/4 市1/4 国1/2 県1/4 町1/4
・交付先：団体 ・交付先：団体

(4)林道整備事 ○林業作業道総合整備事業 ○林道作業道総合整備事業 ○林道作業道総合整備事業 ○林道作業道総合整備事業
業 ・内容：林内作業道路造成 ・内容：林内作業道路造成 ・内容：林内作業道路造成 ・内容：林内作業道路造成

一部補助 一部補助 一部補助 一部補助
県2/3 市1/5 県2/3 町1/10 県2/3 村1/10 県2/3 村1/10

渋川地区森林組合 渋川地区森林組合 渋川地区森林組合 渋川地区森林組合・交付先： ・交付先： ・交付先： ・交付先：

○県単林道整備事業 ○県単林道整備事業 ○県単林道整備事業 ○県単林道整備事業 ○県単林道整備事業
・内容：林道の開設・改良 ・内容：林道の開設・改良 ・内容：林道の開設・改良 ・内容：林道の開設・改良 ・内容：林道の開設・改良
・事業主体：市（地元） ・事業主体：町 ・事業主体：村 ・事業主体：村 ・事業主体：村
・補助率：県1/2 ・補助率：県1/2 ・補助率：県1/2 ・補助率：県1/2 ・補助率：県1/2

（償還助成あり） （償還助成あり）

認定路線 11 路線 認定路線 11 路線 認定路線 12 路線 認定路線 12 路線 認定路線 20 路線 認定路線 4 路線
延長 17,735 ｍ 延長 13,516 ｍ 延長 30,434 ｍ 延長 20,249 ｍ 延長 45,717 ｍ 延長 6,202 ｍ
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議案第４６号参考資料（その１０）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(5)きのこ等 ○きのこ・山菜の里整備事 なし ○椎茸等栽培近代化促進事 ○きのこ振興対策事業補助 ○きのこ・山菜の里整備事 ○きのこ・山菜の里整備事
普及事業 業 業 金 業 業

・内容：機械施設費補助 ・要綱：なし ・内容：ほだ場ほだ木ｺﾝｸｰ ・内容：機械施設費補助 ・内容：菌床用棚他
県1/2 市1/10 ・補助金：事業費の20% ﾙ､品評会開催等の 県1/2 村1/10 県1/2 村1/10

・交付先：椎茸生産部 一部補助 ・交付先：椎茸組合 ・交付先：椎茸組合
・交付先：子持村しいたけ 【村単事業】

組合 ○しいたけ増産対策事業
・内容：種駒補助

村 定額
・交付先：椎茸組合
【県単事業】
○群馬のきのこ消費地交流

事業
・補助率：県100％

(6)森林病害虫 ○松くい虫防除対策事業 ○森林病害虫等防除事業 ○森林病害虫等防除事業 ○松くい虫防除対策事業 ○松くい虫防除対策事業 ○松くい虫防除対策事業
等防除対策 ・内容：伐倒駆除 ・内容：伐倒駆除 ・内容：予防散布・伐倒駆 ・内容：予防散布、伐倒駆
事業 ・内容：予防散布・伐倒駆 ・補助：県2/3 ・補助：県2/3 除 ・内容：予防散布・伐倒駆 除

除 ・事業主体：町(委託) ・事業主体：村(委託) ・事業主体：村（委託） 除 ・事業主体：村（委託）
・事業主体：市(委託) ・予防散布 県1/2村1/2 ・事業主体：村(委託) ・補助率：命令 県10/10

森林組合 ・伐倒駆除 命令 県10/10 森林組合 奨励 県3/4
・負担割合：命令 県10/10 ・補助率：命令 県10/10 県単 県2/3

奨励 県3/4 奨励 県3/4 予防 県1/2
県単 県2/3 県単 県1/2
予防 県1/2 予防 県1/2

・補助率：樹種転換 2/10
(樹種転換森林組合補助)

なし なし なし なし なし 【村単事業】
○松くい虫予防散布下草刈

り（作業道整備）
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議案第４６号参考資料（その１１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】
○農業経営基盤強化促進法（抜粋）

○地方自治法（抜粋）
（目的）

（分担金） 第１条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくた
第２２４条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公 めには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当

共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件 部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき
により特に利益を受ける者から、その利益の限度において、分担金を徴収することが 効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業
できる。 経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの

農業者の経営管理の合理化その他農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的
に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

○農業振興地域の整備に関する法律（抜粋）
（農業経営基盤強化促進基本構想）

（目的） 第６条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基
第１条 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図る 本的な構想（以下「基本構想」という ）を定めることができる。。

ことが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計 第２項～第７項省略
画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、
国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。 （資金の貸付）

第１５条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、認定農業者が認定計画に従
（農業振興地域整備基本方針の作成） って行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮す
第４条 都道府県知事は、基本方針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府 るものとする。

県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域
整備基本方針を定めるものとする。

○農業近代化資金助成法（抜粋）第２項～第７項省略

（市町村の定める農業振興地域整備計画） （目的）
第８条 都道県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内に 第１条 この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をそ

ある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について の業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が、
農業振興地域整備計画を定めなければならない。 都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成し、又は自ら利子補給を行う措置を講

第２項～第４項省略 ずることとし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資す
ることを目的とする。

（農業振興地域整備計画の基準）
第１０条 農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第

○森林法４条第３項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域
の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の
振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。 （この法律の目的）

第２項～第５項省略 第１条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森
林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに
資することを目的とする。

（市町村森林整備計画）
第１０条の５ 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林に

つき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の始期をその
計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。

ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林
計画の対象となった市町村にあっては、その最初にたてる市町村森林整備計画につい
ては当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林
整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続き
たてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてな
ければならない。

第２項～第８項省略
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議案第４６号参考資料（その１２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

１３ 先進地事例

篠 山 市 さ ぬ き 市 あ さ ぎ り 町

１ 農林業関係事業については、次のとおり実施 １ 農林水産関係事業については、次のとおり実 ○農業関係事業の取扱いについて
するものとする。 施するものとする １ 農業関係団体等については、次のとおり取り
① 国・県補助事業及び継続事業については、 ① 国・県補助事業及び継続事業については、 扱うものとする。
新町において引き続き実施する。 新市においても引き続き実施する。 ① 農業協同組合の統合については、それぞれ

② 町単独事業については 合併時に調整する ② 町単独事業及び災害復旧事業の受益者負担 の事情を尊重しながら、調整に努めるものと、 。
ただし、集落生産組合に対する助成制度は篠 割合については 合併時に調整する ただし する。、 。 、
山町の例によるものとし、農地の利用権設定 農業経営基盤強化資金利子助成事業及び農地 ② 上村ふるさと振興社は、新町に引き継ぎ、
にかかる助成制度は西紀町の例による。 流動化推進助成事業については、新市におい アグリサービス岡原は、組織の事情を勘案し

③ 災害復旧事業にかかる町単独補助及び受益 て実施する。 調整及び育成に努める。
者の負担割合については 篠山市の例による ２ 農林水産関係団体等については、次のとおり ③ 中球磨地区農業振興連絡協議会は、ＪＡと、 。

２ 農林業関係団体等については、次のとおり取 取り扱うものとする。 の調整を図りながら新町において新たに設置
扱うものとする。 ① 漁業協同組合については、新市との一体性 する。
① 農業協同組合、森林組合及び土地改良協議 を保つために、それぞれの事情を尊重しなが ④ 中球磨農業者年金受給者協議会及び岡原村

会の統合については、それぞれの事情を尊重 ら統合を含めて調整に努めるものとする。 農業者年金受給者協議会については、関係団
しながら調整に努める。 ② 転作関係団体及び農業経営者団体について 体との協議により新町において調整する。

② 農会長会については、合併時に統合する。 は現行のとおりとし、組織を新市に引き継ぐ ⑤ その他農業施策の推進を図るための協議会
③ 土地改良区及び水系協議会等については、 ものとする。ただし、将来の統合に向けて検 等組織については、新町において新たに設置
現行のとおりとする。 討ができるよう指導する。 する。

④ 農林業施策の推進を図るための協議会等組 ③ 土地改良区関係団体については、現行のと ２ 農業関係基金及び貸付金については、次のと
織については 新町において新たに設置する おりとする。 おり取り扱うものとする。、 。

３ 新生産調整推進対策については、合併時に調 ④ 農林水産業施策の推進を図るための協議会 ① 水田農業確立対策事業基金及び家畜導入事
整する。 等の組織については、新市において新たに設 業資金供給事業等基金については、合併まで

４ 農振農用地区域については、当面現行のとお 置する。 に関係町村で廃止する。
りとし、新町において作成する農業振興地域整 ３ 農振農用地区域については、現行のとおりと ② 中山間地域活性化推進基金については、上
備計画に基づき調整する。 し、新市において作成する農業振興地域整備計 村の例により新町に引き継ぐ。

５ 農林業関係基金については、合併時に合計額 画に基づき調整する。 ③ 上村土地改良区への貸付金制度は、所期の
をもって基金を設置する。 ４ 農業経営基盤促進対策事業については、引き 目的を達成したときに関係町村で廃止し、深

続き実施する ただし 当該事業の促進体制 組 田村畜産振興会への貸付金制度は、合併まで。 、 （
織等）については、新市において新たに確立す に関係町村で廃止する。
るものとし、マスタープランについては、新市 ３ 農業振興地域整備計画及び事業関連計画書に
で調整し新たに作成する。 ついては、当面現行のとおりとし、新町におい

５ 生産調整（転作）については、新市において て作成する計画に基づき調整する。
調整する。 ４ 水田農業経営確立対策については、次のとお

６ 林道・漁港については、現行のとおり新市に り取扱うものとする。
引き継ぐものとする。 ① 事業の推進については、合併時の対策に応

７ 林地開発については、合併時に調整する。 じた事業推進が図られるよう調整する。
８ 省略 ② 事業推進に係る助成金については、事業推

進上必要とされる場合は、合併時に助成制度
あ さ ぎ り 町 を新たに設ける。

５ 各種イベント及び都市交流については、イベ
ント等の持つ意味や周囲に与えている影響等を※１から

○林業水産業関係事業の取扱いについて 考慮し、新町において調整する。
① 林務関係事業については新町において決定 ６ 農業関係事業（政策補助金）の取扱いについ
する継続事業については新町に引き継ぐ。 て

② 中球磨森林組合については諸般の事情を勘 ① 国、県補助事業及び継続事業については、
案しながら現行のとおり新町に引き継ぐ。 新町においても引き続き実施する。

③ 林業構造改善事業補助金については、上村 ② 単独事業については、合併時に調整する。
の例による。 ただし、農業振興補助金交付規則及び要項に

林業振興補助金については、上村、深田村 ついては、上村の例により整理統合できる補
※１への例による。 助金は統合する方向で調整する。

④ 林道、治山工事受益者分担金及び林業構造
改善事業分収林設置事業分担金については、
上村の例による。

⑤ 省略
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議案第４６号参考資料（その１３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-14 農林水産関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

南 ア ル プ ス 市 東 か が わ 市 か ほ く 市

１ 農林業振興の一体的取扱いについては、次の １ 農振農用地区域については、現行のとおりと １ 農業振興計画等については、新市において新
とおりとする。 し、新町において作成する農業振興地域整備計 たに策定する。ただし、新計画ができるまでの

① 若草町で実施している「転作特別奨励金」 画に基づき調整する。 間は、現行のとおり新市において取扱うものと
については、新市における転作面積の配分方 ２ 農業振興地域整備促進協議会は、新町におい する。
法と併せて検討する。 て新たに設置する。 ２ 農業経営基盤強化促進事業については、宇ノ

② 農振農用地区域については現行のとおり移 ３ 農業経営基盤促進対策事業については、引き 気町の例による。
行し、新市において策定する「農業振興地域 続き実施する。ただし、当事業の促進体制（組 ３ 農業近代化資金利子補給事業については、高
整備計画」と併せて調整する。 織等）については、新町において新たに確立す 松町の例による。

③ 農業経営基盤強化については、新市におい るものとし、マスタープランについては、新町 ４ 中山間地域等直接支払事業については、現行
て「農業経営基盤の強化の促進に関する基本 で調整し新たに作成する。 のとおり新市に引き継ぐものとする。
的な構想」及び「地域農業マスタープラン」 ４ 農業経営基盤強化資金利子助成事業及び農地 ５ 標準小作料については、新市において調整す
を策定する。また、継続的事業については、 流動化推進事業については、引田町の例により る。ただし、新市の標準小作料ができるまでの
新市に引き継ぐ。 実施する。 間は、現行のとおり新市において取扱うものと

④ 遊休農地保全対策については、新市におい ５ 中山間地域等支払制度は、新町において引き する。
て検討協議会等を設置して新たな施策を定め 続き実施する。 ６ 土地改良事業については、現行のとおり新市
る。 ６ 香川用水については、現行のとおり新町に引 に引き継ぐものとする。

⑤ 農業後継者育成資金の貸付については、当 き継ぐ。 ７ 農林関係事業負担率については、合併時に調
面有利な融資条件に合わせることとし、新市 ７ 生産調整（転作）の面積配分及び加工米につ 整する。
施行後、新たな基準を検討する。 いては、新町において調整する。 ８ 生産調整については、合併後新市において調

⑥ 森林整備計画については、地域の実情を踏 ８ 生産調整推進協議会は、新町において新たに 整する。
まえる中で、新市の計画を策定する。 設置する。 ９ 農道認定路線については、現行のとおり新市

２ 農林土木事業の取扱いについては、次のとお ９ 生産調整推進基本計画は、新町において作成 に引き継ぐものとする。
りとする。 する。 10 市町村森林整備計画については、新市におい
① 土地改良事業に係る単独補助については、 10 生産調整は、新町において調整する。 て新たに策定する。ただし新計画ができるまで
合併時に廃止し新市において新たに検討する 11 生産調整町単独助成事業は、事業廃止を前提 の間は、現行のとおり新市において取扱うもの。

② 土地改良事業の継続事業については、現行 に新町において調整する。 とする。
の補助率で新市に引継ぎ、新規事業の補助率 12 農業関係団体については 現行のとおりとし 11 林道認定路線については、現行のとおり新市、 、
は事業採択時に新市において調整する。 組織を新町に引き継ぐ。 に引き継ぐものとする。

③ 農道及び林道については、現状のまま新市 13 林務関係事業は、新町において引き続き実施 12 有害鳥獣駆除については、新市において調整
に引き継ぐ。 する。 する。

④農林基盤整備事業の受益者負担の取扱いにつ 14 単県造林事業については、白鳥町の例により 13 松くい虫防除事業については、現行のとおり
いては 継続事業は現行の負担率で引き継ぎ 新町において調整する。無立木地等緊急造成事 新市に引き継ぐ。ただし、町単独事業について、 、
新規事業は事業採択時に新市において調整す 業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 は、合併時に調整する。
る。 15 林務関係団体補助については、合併時に調整 14 アメリカシロヒトリ駆除については、合併時

する。 に調整する。
16 林道は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 15 畜産施設環境改善事業については、宇ノ気町
17 林地開発は、新町において速やかに制度化を の例による。

図る。
18 畜産振興補助事業は、新町において引き続き

実施する。 東 か が わ 市
19 有害鳥獣駆除関係は、白鳥町の例により新町

※２からにおいて調整する。
20 土地改良事業については、新町において引き 23 農道は現行のとおり新町に引き継ぐ。

続き実施する。 24 町単独補助事業は、合併時に廃止し、新町に
21 土地改良補助制度の継続事業は、現行の補助 おいて検討する。

率で新町に引き継ぐ。新規事業は、事業採択時 以下省略
に新町において調整する。ただし、単独県費土
地改良事業補助事業は、引田町の例により新町
において調整する。

22 継続して行う土地改良事業の受益者負担割合
については、現行の負担率で新町に引き継ぐ。
新規事業は、事業採択時に新町において調整す
。 、 、る ただし 単独県費土地改良事業補助事業は

引田町の例により新町において調整する。
※２へ
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議案第４７号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

１ 金融制度については、次のとおりとする。 ４ 勤労者対策については、次のとおりとする。
(1) 小口資金については、現行のとおりとし、新市において調整する。 (1) 勤労者生活資金及び勤労者住宅建設等利子補給事業については、渋川
(2) 商業活性化資金については、渋川市、赤城村、北橘村の例による。 市の例による。

調 整 方 針 (3) 商工貯蓄共済融資利子補給については、新市において調整する。 (2) 定住促進住宅建設利子補給事業については、当面の間、現行のとおり
２ 商店街等振興対策については、新市において調整する。 とする。
３ 観光事業に係る｢まつり｣ ｢イベント｣については 現行のとおりとする ５ 優良企業誘致促進事業については、新市において調整する。、 、 。

現 況 調整理由・課題

１ 金融制度

１【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 小口資金については、商工会

(1)県市町村 ○小口資金 ○小口資金 ○小口資金 ○小口資金 ○小口資金 ○小口資金 議所及び商工会との調整が必要
協調制度 ・限度額：1,250万円 ・限度額：1,250万円 ・限度額：1,250万円 ・限度額：1,250万円 ・限度額：1,250万円 ・限度額：1,250万円 となることから、合併時に統一

・融資期間：運転資金 ・融資期間：運転資金 ・融資期間：運転資金 ・融資期間：運転資金 ・融資期間：運転資金 ・融資期間：運転資金 するのは困難である。
６年以内 － ６年以内 ６年以内 ６年以内 ６年以内 また、渋川市には預託制度が

設備資金 設備資金 設備資金 設備資金 設備資金 設備資金 あるが５町村には預託制度が無
８年以内 ８年以内 ８年以内 ８年以内 ８年以内 ８年以内 く、利子補給制度があるため、

・利率：2.5％以内 ・利率：3.2％以内 ・利率：3.2％以内 ・利率：3･2％以内 ・利率：3.2％以内 ・利率：3.2％以内 新市において調整する。
・申込窓口：商工観光課 ・申込窓口：企画観光課 ・申込窓口：企画観光課 ・申込窓口：産業課 ・申込窓口：産業振興課 ・申込窓口：村産業課 ・ 商業活性化資金については、

市内金融機関 商工会 商工会 県との協調融資であり、条件等
・金融機関融資額(H14) ・金融機関融資額(H14) ・金融機関融資額(H14) ・金融機関融資額(H14) ・金融機関融資額(H14) ・金融機関融資額(H14) が同一であるため。

80件、517,100千円 4件、34,600千円 6件、33,100千円 9件、65,000千円 9件、76,500千円 7件、48,600千円 ・ 商工貯蓄共済融資利子補給各
町村における対象貸付額や補給

〔小口資金利子補給〕 〔小口資金利子補給〕 〔小口資金利子補給〕 〔小口資金利子補給〕 〔小口資金利子補給〕 〔小口資金利子補給〕 期間に相違があり、商工会との
・なし ・利率：0.96％以内 ・利率：2.0％以内 ・利率：1.0％以内 ・利率：1.0％以内 ・利率：1.5％以内 調整が必要であることから、合

・利子補給額（H14) ・利子補給額（H14) ・利子補給額（H14) ・利子補給額（H14) ・利子補給額（H14) 併時に統一することは困難であ
1件、74,328円 14件、775,750円 5件、50,430円 21件、690,700円 34件、1,363,957円 るため。

○商業活性化資金 ― ― ― ○商業活性化資金 ○商業活性化資金 【課題】
・限度額：8,000万円 ・限度額：8,000万円 ・限度額：8,000万円 ・ 小口資金は、新市において、
・融資期間：10年以内 ・融資期間：10年以内 ・融資期間：10年以内 預託額を増加すること等により
・利率：1.9％以内 ・利率：1.9％以内 ・利率：1.9％以内 融資利率の引き下げを行い、統
・申込窓口：渋川行政事務 ・申込窓口：渋川行政事務 ・申込窓口：渋川行政事務 一した制度とする必要がある。

所 所 所 また、小口審査委員会の委員
・H14実績： ・H14実績： ・H14実績： の選任について検討が必要であ

2件、2,085,000円 なし なし る。

― ― ○商工貯蓄共済融資利子補 ○商工貯蓄共済融資利子補 ○商工貯蓄共済融資利子補 ○商工貯蓄共済融資利子補
給 給 給 給

・利子補給対象貸付額 ・利子補給対象貸付額 ・利子補給対象貸付額 ・利子補給対象貸付額
1,000万円以内 500万円以内 3,000万円以内 1,600万円以内

・利率：1%以内 ・利率：1%以内 ・利率：1%以内 ・利率：1%以内
・利子補給期間：6年 ・利子補給期間：7年 ・利子補給期間：5年～ ・利子補給期間：7年
・利子補給額(H14)： ・利子補給額(H14)： ・利子補給額(H14)： ・利子補給額(H14)：

12件、349,600円 8件、227,660円 3件、20,108円 4件、237,699円
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議案第４７号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２ 商業振興事業

２【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 商工会議所・商工会の統合を

(1)商店街等 ○商店街等振興対策 商工会へ補助 商工会へ補助 商工会へ補助 商工会へ補助 商工会へ補助 含め、振興対策や補助金につい
振興対策 ①補助事業 て調整する必要がある。

・四ツ角周辺商店街活性化
事業 【課題】

・商店街活性化イベント促 ・ 新市の特色を生かし、長期的
進事業 な展望に基づく振興方策を検討

・商店街共同駐車場設置奨 する必要がある。
励事業

・商店街事務局職員雇用促
進事業

・商店街街路灯電気料補助
事業

・ﾌﾗﾜｰﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ開催推奨事
業

②商店街づくり総合支援事
業

・ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ支援
・ｺﾐｭﾆﾃｨ施設支援
・商店街環境施設整備支援

③中心市街地活性化事業
・渋川まちなか活性化研究

会
・市民ふれあいプラザ運営

事業
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議案第４７号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

３【調整理由】 ・ 地域の特色を３ 観光事業
生かした伝統行 事であり、地域
の人々のふれあ いの場でもある細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
ため、現行のと おり実施する。

(1)まつり、 ○渋川へそ祭り・開催事業 ○伊香保まつり・開催事業 ○温泉まつり・開催事業費 ○子持村かえで祭り・開催 ○敷島温泉祭り・開催事業 ○たちばな古里まつり・運
イベント 補助金（H14） 8,000,000 補助金（H14） 9,690,000 （H14） 2,197,651円・開 事業費（H14） 2,500,000 費予算(H14) 3,000,000円 営費補助金 H14 2,500,（ ）

円・開催期日 ７月第４金 円・テレビ放映宣伝費（H1 催期日 ４月２９日（祝） 円・開催期日 １０月末の ・開催期日 ５月１１日・ 000円・花火協賛金 300,0
・土曜日・実施組織 渋川 4） 700,000円・開催期日 ・実施組織 小野上村 日曜・実施組織 子持村か 実施組織 敷島温泉祭り実 00円・開催期日 ８月４日
へそ祭り実行委員会 ９月１８日～２０日・実 ・事務局：役場企画観光課 えで祭り実行委 員会 行委員会 (日)・実施組織 たちばな

（会長 木暮治一） 施組織 伊香保まつり実行 ・事務局：役場産業課 ・事務局：役場企画課 古里まつり実行 委員会
・事務局：渋川商工会議所 委員会 ・事務局：北橘村商工会

渋川市 （会長高橋太郎）
・事務局：伊香保町商工会

○渋川山車まつり ○白井宿八重ざくら祭り
・開催事業補助金（H14） ・武者行列負担金

8,726,414円 1,800千円
・開催期日 ・開催期日

８月中旬の３日間 ４月末の日曜日
（隔年で開催）

・実施組織 ・実施組織
渋川山車まつり実行委員 白井宿八重ざくら祭り実
会 行委員会

・事務局：渋川市 ・事務局：子持村商工会
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議案第４７号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

４ 勤労者対策

４【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 勤労者生活資金については、

(1)制度融資 ○勤労者生活資金 ○勤労者生活資金 ― ○勤労者生活資金 ○勤労者生活資金 ○勤労者生活資金 条件の最も良い渋川市の例によ
・融資限度額：150万円 ・融資限度額：100万円 ・融資限度額：100万円 ・融資限度額：100万円 ・融資限度額：100万円 るものとする。
・融資期間：５年以内 ・融資期間：５年以内 ・融資期間：５年以内 ・融資期間：５年以内 ・融資期間：５年以内 ・ 勤労者住宅建設等利子補給事
・融資利率：年2.4％以内 ・融資利率：年2.4％以内 ・融資利率：年2.4％以内 ・融資利率：年2.4％以内 ・融資利率：年2.4％以内 業については、金利により相違
・預託金額(H14)： ・預託金額(H14)： ・預託金額(H14)： ・預託金額(H14)： ・預託金額(H14)： はあるが、制度的に充実した渋

130件、56,000,000円 4件、1,839,000円 7件、9,000,000円 4件、14,000,000円 6件、6,000,000円 川市の例によるものとする。
・ 定住促進住宅建設利子補給事

(2)勤労者福祉 ○勤労者住宅建設等利子補 ○勤労者住宅建設等利子補 ― ○勤労者住宅建設等利子補 ○勤労者住宅建設資金利補 ○勤労者住宅建設等利子補 業については、小野上村のみの
対策 給事業 給事業 給事業 給 給事業 制度であるが、住民の生活安定

・利子補給対象貸付額： ・利子補給対象貸付額： ・利子補給対象貸付額： ・利子補給対象貸付額： ・利子補給対象貸付額： と定住人口の増加を図る意味で
500万円以内 500万円以内 300万円以内 300万円以内 500万円以内 も重要であるため、現行のまま

・利率： ・利率： ・利率： ・利率： ・利率： 新市に引き継ぎ、新市において
約定利率から2.0%差し 1.82％以内 1.5％以内 1.5％以内 1.5％以内 速やかに調整する。

引いた利率（上限2.0%）
・交付期間：５年以内 ・交付期間：５年以内 ・交付期間：３年以内 ・交付期間：５年以内 ・交付期間：５年以内 【課題】
・利子補給額(H14) ・利子補給額(H14) ・利子補給額(H14)： ・利子補給額(H14)： ・利子補給額(H14)： ・ 融資機関の拡大を検討する必

130件、3,500,000円 6件、212,610円 39件、866,100円 19件、855,000円 24件、1,754,666円 要がある。

― ― ○定住促進住宅建設利子補 ― ― ―
（ ）給事業 勤労者以外も可

・利子補給対象貸付額：
500万円以内

・利率：
2％以内

・交付期間：10年以内
・H14実績：

2件、21,300円

【財政影響額】
勤労者住宅建設等利子補給事業について、利子補給の利率を2.0％とした場合の財政影響額

市町村名 H14実績 利率2.0％ 増減額

伊香保町 212,610円 233,637円 21,027円

小野上村 ― ― ―

子 持 村 866,100円 1,154,800円 288,700円

赤 城 村 855,000円 1,140,000円 285,000円

北 橘 村 1,754,666円 2,339,554円 584,888円

合 計 3,688,376円 4,867,991円 1,179,615円
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議案第４７号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

５ 工業振興対策

５【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 優良企業誘致促進事業につい

(1)優良企業 ○渋川市工場設置奨励条例 ○小野上村農村地域工業導 ○子持村企業誘致促進条例 ○赤城村企業誘致促進条例 ○北橘村農村地域工業等導 ては、市町村により地方税の優
誘致促進事業 〈農村地域工業等導入促 ― 入地区における村税の課 〈農村地域工業等導入促 〈農村地域工業等導入促 入地区における村税（固 遇措置等に相違があるため、新

進法〉 税の特例に関する条例 進法〉 進法〉 定資産税）の課税の特例 規のものについては、新市にお
・固定資産税相当額年1 〈農村地域工業等導入促 ・固定資産税課税免除。 ・固定資産税課税免除。 に関する条例 いて調整する。
,000万円限度に奨励金交 進法〉 減免期間は３年間 減免期間は３年間 〈農村地域工業等導入促
付。交付期間は3年以内 ・固定資産税課税免除。 進法〉 【課題】

減免期間は３年間 ・減価償却資産の取得価 ・ 誘致する企業の選定及び産業
格の合計額が3,000万円 の振興方針を検討する必要があ
を超えるものに対し、固 る。
定資産税課税免除。
減免期間は３年間。

１団地 西組 2.76ha 《３団地 13.3ha》《 （ ） 》

○有馬企業団地企業設置
奨励要綱 ― ― ―
・固定資産税相当額年
1,000万円限度に奨励金
交付。交付期間は５年以
内
・４区画 2.3ha
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議案第４７号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-15 商工・観光関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 先進地事例

篠 山 市 さ ぬ き 市 山 県 市

１ 商工会の統合については、それぞれの事情を １ 中小企業融資事業については、新市において 小口融資制度については、中小企業者の経営安
尊重し調整に努める。 新たな中小企業融資条例を定め、中小企業融資 定を図るため、岐阜県の施策動向を踏まえながら

補助金については、現行制度を尊重し調整す 審査委員会を設置する。 引き続き実施し、若しくはこれに代わる制度を設
るものとする。 ２ 預託金については、新市において預託金を設 ける。なお、制度を見直す場合には、借入残高の

２ 商店街や商工業者にかかる助成制度について ける。 ある者が制度改正により支障を来さないよう最大
は、篠山町の例による。 ３ 商工業振興審議会については、新市において 限に配慮する。

３ 地元企業就職奨励金については、現行のとお 新たな商工業振興審議会を設置する。
りとする。 ４ 資金融資事業については、新市において新た

４ 地域振興にかかる助成や賃付制度については な資金融資制度を設ける。、
篠山町の例による。 ５ 温泉・保養施設については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。

あ さ ぎ り 町 下 呂 市 か ほ く 市

《商工業関係事業の取扱い》 １ 小口融資制度については、中小企業者の経営 １ 中小企業経営支援制度については、現行のと
商工業関係事業については、商工業の振興と併 安定を図るための制度であり、そのまま新市に おり新市に引き継ぐものとする。

せ若者の定住促進が図られるよう安定した魅力あ 引き継ぐものとする。なお、制度を見直す場合 ２ ＩＳＯ取得支援制度及び新製品開発奨励制度
る就業の場を確保するため、新町において新たな には、借入残高のある者が、制度改正により支 については、宇ノ気町の例による。
施策を展開することとする。ただし、 障をきさないように、最大限に配慮する。 ３ 企業立地、産業振興支援制度については、高
１ 預託金賃付事業については 新町に引き継ぎ ２ 下呂温泉をはじめ、各地区の恵まれた自然、 松町の例による。ただし、合併までに認定を受、 、

助成要綱等は新町において制定する。 歴史、文化資源を活用し 《滞在・参加・体験》 けた企業については、従前のとおりとする。、
２ 中小企業振興助成事業及び商工業振興補助事 の観光ニーズを南飛騨国際健康保養地の健康・ ４ 観光イベント事業については、新市において

業については、合併までに関係町村で廃止し、 美容・医療と有機的に結合させ、各地区の施設 調整する。
これらに替わる商工業振興のための助成・補助 ・資源をネットワーク化する観光立市の建設を ５ 海浜公園管理については、現行のとおり新市
事業を新たに設置する。 目指す。 に引き継ぐものとする。ただし、管理委託は合

３ 特定小売商業店舗の事業活動の調査に関する ”魅力ある何度でも訪れてみたい街”になるよ 併時に調整する。
要綱については、関係法律に基づき、新町にお うな「物 「人 「味」を主体とした『心』の観 ６ 観光物産展交流事業については、現行のとお」 」
いて新たに制定する。 光資源の充実を図り、下呂温泉の知名度を生か り新市に引き継ぐものとする。

４ 農村地域工業等導入促進法に基づく地域指定 して、各地区の観光資源・観光情報を全国に発
については、新町に引き継ぐ。 信し観光客の誘致に努める。

５ 工場設置奨励条例は、新町において新たに制
定する。

《観光関係事業の取扱い》
観光事業を地域産業として位置づけ、他の産業

との相乗効果により、地域の経済の発展に寄与す
るように計画し、実施する。
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議案第４８号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

１ 水道事業計画、給水区域については、現行のとおり新市に引き継ぎ、水
調 整 方 針 道料金及び水道加入金については、現行のとおりとし、５年を目途に調整

する。
２ 給水装置工事手数料等については、渋川市の例による。

現 況 調整理由・課題

１ 上水道事業
１【調整理由】

・ 各市町村間の料金格差が大き細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
く、また、上水道及び簡易水道

(1)概要 行政区域内人口 47,784人 行政区域内人口 3,928人 行政区域内人口 2,192人 行政区域内人口 12,333人 行政区域内人口 12,426人 行政区域内人口 10,296人 と事業形態が異なるなど、事業
【H14年度】 給水人口 47,656人 給水人口 3,896人 給水人口 2,186人 給水人口 12,301人 給水人口 12,180人 給水人口 10,308人 統合や料金の均一化が合併時に

給水件数 16,928件 給水件数 1,814件 給水件数 768件 給水件数 4,087件 給水件数 3,443件 給水件数 3,128件 は困難なため。
普及率 99.7% 普及率 100％ 普及率 99.7% 普及率 99.7％ 普及率 98％ 普及率 99.9%
施設能力 37,242㌧ 施設能力 10,000㌧ 施設能力 1,270㌧ 施設能力 8,900㌧ 施設能力 3,902㌧ 施設能力 5,600㌧ 【課題】
年間給水量 7,906,882㌧ 年間給水量 2,773,099㌧ 年間給水量 565,729㌧ 年間給水量 1,651,344㌧ 年間給水量 1,585,400㌧ 年間給水量 1,657,507㌧ ・ 新市において、新たに水道事
１日最大〃 27,663㌧ １日最大給水量 8,865㌧ １日最大〃 1,735㌧ １日最大〃 5,728㌧ １日最大〃 5,604㌧ １日最大〃 5,472㌧ 業の将来構想及び事業運営の指
１日平均〃 23,634㌧ １日平均給水量 7,430㌧ １日平均〃 1,550㌧ １日平均〃 4,512㌧ １日平均〃 4,343㌧ １日平均〃 4,541㌧ 針となる基本計画を策定し、事
有収率 91.7% 有収率 79.8％ 有収率 61.7% 有収率 77.4％ 有収率 95.0％ 有収率 81.0% 業計画、会計方式及び料金等の
供給単価 107.68円 供給単価 127.27円 供給単価 83.2円 供給単価 172.5円 供給単価 79.1円 供給単価 124.94円 統一を図る必要がある。
給水原価 106.81円 給水原価 184.01円 給水原価 100.1円 給水原価 165.7円 給水原価 52.4円 給水原価 140.98円 ・ 合併により水道法第７条第２
職員数 18名(15年度) 職員数 6名 15年度 職員数 3名(15年度) 職員数 3名 15年度 職員数 4名 15年度 職員数 3名(15年度) 項に規定する認可申請書の記載（ ） （ ） （ ）

事項変更届が必要。
(2)水道事業計 ○渋川市水道事業及び簡易 ○伊香保町水道事業の設置 ○小野上村水道設置条例 ○子持村水道事業の設置等 ○赤城村簡易水道事業給水 ○北橘村水道事業設置等に

画等 水道事業の設置等に関す 等に関する条例 ◇小野上村簡易水道事業 に関する条例 条例 関する条例
る条例 ◇伊香保町上水道第５次拡 ・給水区域 小野上村一円 ◇子持村水道事業第３次拡 ◇第１簡易水道 ◇北橘村上水道事業第３次

◇渋川市上水道第５次拡張 張事業計画（Ｈ３～） ・給水人口 2,700人 張事業計画（Ｈ５～） ・給水区域 大字津久田、 拡張（変更）認可申請 ２【調整理由】
事業計画（Ｈ３～） ・給水区域 伊香保町大字 ・１日最大給水量 1,270㌧ ・給水区域 子持村全域 大字敷島、大字宮田 （Ｈ１１～Ｈ２５） ・ 給水装置工事手数料等につい

・給水区域 渋川市域 伊香保（字大野の一部を ・１人１日最大給水量 ・給水人口 14,000人 ・給水人口 4,000人 ・給水区域 北橘村全域、 ては、６市町村それぞれ差異が
・給水人口 49,000人 除く 、大字湯中子の一 470㍑ ・１日最大給水量 ・１日平均給水量 1,200㌧ ・特別給水区域 あるため、業務内容及び手数料）
・１日最大給水量 部 ・１日平均給水量 890㌧ 8,900㌧ ◇樽簡易水道 渋川市半田の一部 を渋川市の例に統一する。

36,850㌧ ・特別給水区域 ・１人１日平均給水量 ・１人１日最大給水量 ・給水区域 大字樽 前橋市、渋川市、吉岡町
・１人１日最大給水量 渋川市金井2854番地 330㍑ 636㍑ ・給水人口 330人 に属する板東工業団

752㍑ 西群馬病院 ・水源の種別 ・１日平均給水量 ・１日平均給水量 148㌧ 前橋市田口町1120地番
・１日平均給水量 渋川市川島 2470番地 地下水（深井戸3本） 4,512㌧ ◇第２簡易水道 広桃発電所

27,200㌧ 伊香保国際カンツリーク 表流水（１箇 ・１人１日平均給水量 ・給水区域 大字持柏木、 ・給水人口 13,000人
・１人１日平均給水量 ラブ 366㍑ 大字溝呂木 大字北上野 ・１日最大給水量 8,580㌧、 、

555㍑ 渋川市金井2844番地3 ・水源の種別 大字勝保沢、大字栄、大 ・１人１日最大給水量
・水源の種別 及び4の一部 地下水（深井戸6本） 字見立の一部、大字滝沢 660㍑

地下水（井戸13本） 日本土地山林㈱（グリー 表流水（１箇所） の一部、大字津久田の一 ・水源の種別
〃 (ﾄﾝﾈﾙ湧水3本) ン牧場） 部、大字敷島の一部 地下水（井戸7本）
〃 (湧水4箇所) ・給水人口 5,250人 ・給水人口 4,000人 表流水（県央第二水道）

表流水(利根川表流水) ・１日最大給水量 ・１日平均給水量 665㌧ ・県央水道受水地点
13,400㌧ ◇第３簡易水道 県央第二、赤城山配水池

◇渋川市北部簡易水道事業 ・１人１日最大給水量 ・給水区域 大字長井小川 ・目標貯留時間 24時間
・給水区域 祖母島の一部 2,552㍑ 田、大字深山、大字棚下
・給水人口 730人 ・１日平均給水量 の一部、大字津久田の一
・１日最大給水量 392㌧ 9,850㌧ 部、大字北上野の一部
・１人１日最大給水量 ・１人１日平均給水量 ・給水人口 2,280人

537㍑ 1,876㍑ ・１日平均給水量1,230㌧
・１日平均給水量 279㌧ ・水源の種別 ◇棚下簡易水道
・１人１日平均給水量 表流水（沼尾川水源） ・給水区域 大字棚下

382㍑ 湧水（西沢第一水源・湯 ・給水人口 600人
・水源の種別 元水源） ・１日平均給水量 90㌧◇

地下水（深井戸1本） 伏流水（西沢第二水源） 第４簡易水道
・給水区域 大字三原田、

、 、大字上三原田 大字見立
大字滝沢、大字樽の一部

・給水人口 3,500人
・１日平均給水量 871㌧
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議案第４８号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

（ ）◇伊香保町簡易水道事業 ・水源の種別 6区域合計
・給水区域 水沢の一部 地下水（深井戸7本）
・給水人口 150人 湧水（7箇所）
・１日最大給水量 200㌧ 表流水（1箇所）
・１人１日最大給水量

1,333㍑
・水源の種別

湧水（1箇所）

２ 水道料金・検針・収納について

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)水道料金 ○一般用（１ヶ月につき） ○一般用（１ヶ月につき） ○一般用（２ヶ月につき） ○一般用(１ヶ月、口径別) ○一般用（１ヶ月につき） ○一般用（２ヶ月につき）
（税込み） ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金
H16.4.1現在 8㌧まで 770円 10㌧まで 840円 20㌧まで 1,600円 13mm：10㌧ 1,190円 10㌧まで 650円 20㌧まで 2,730円【 】

・超過料金 ・超過料金 ・超過料金 20mm：10㌧ 2,830円 ・超過料金 ・超過料金
9～20㌧ 89.25円 11～30㌧ 84円 21～60㌧ 50円 25mm：10㌧ 4,340円 11㌧以上 84円 21～60㌧ 141.75円

21～50㌧ 106.05円 31～50㌧ 100円 61～500㌧ 80円 30mm：10㌧ 8,120円 61～200㌧ 162.75円
51～200㌧ 132.30円 51～100㌧ 122円 501㌧以上 100円 40mm：10㌧ 13,410円 201㌧以上 173.25円

201㌧以上 148.05円 101～500㌧ 144円 50mm：10㌧ 26,770円
501～2000㌧ 158円 75mm：10㌧ 40,130円

2001㌧以上 172円 ・超過料金(13mm)
・特別給水小区域 11～20㌧ 147円

1㌧につき 172円 21～30㌧ 168円
○水沢簡易水道 31～50㌧ 189円
・基本料金 51㌧～ 210円

10㌧まで 750円 ・超過料金(20mm以上)
・超過料金 11～50㌧ 189円

11～30㌧ 75円 51～100㌧ 210円
31～50㌧ 83円 101㌧～ 231円
51～100㌧ 92円

101～500㌧ 104円
501～ 110円

・一般家庭で１ヶ月30㌧ ・一般家庭で１ヶ月30㌧ ・一般家庭で１ヶ月30㌧ ・一般家庭で１ヶ月30㌧ ・一般家庭で１ヶ月30㌧ ・一般家庭で１ヶ月30㌧
使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料

2,900円／月 2,520円／月（上水道） 1,850円／月 4,340円／月 2,390円／月 4,200円／月
2,250円／月 簡易水道 メーター使用料を含む （メーター使用料を含む）（ ） （ ）

○浴場用 なし なし なし ○大口用 なし
・基本料金 ・基本料金

200㌧まで 8,400円 100ﾄﾝまで 5,670円
・超過料金 ・超過料金

1㌧につき 68.25円 1㌧につき 73.50円

○臨時用 なし ○臨時用 ○臨時用 ○特別用 ○臨時用
・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金

20㌧まで 3,400円 20㌧まで 4,000円 13mm：10㌧ 4,700円 20㌧まで 1,800円 1㌧につき 210円○
・超過料金 ・超過料金 20mm：10㌧ 8,670円 ・超過料金 供用給水装置（税込み）

1㌧につき 220.50円 1㌧につき 100円 25mm：10㌧ 16,020円 1㌧につき 94.50円 ・基本料金 1,050円
30mm：10㌧ 27,090円 ○共用（税込み） ・超過料金
40mm：10㌧ 48,420円 ・基本料金(１世帯につき) 1㌧につき 105円
50mm：10㌧ 93,860円 10㌧まで 650円

・超過料金(20mm以上) 75mm：10㌧ 223,880円 ・超過料金
11㌧以上 525円 ・超過料金(13mm) 1㌧につき 84円

11㌧以上 525円
・超過料金(20mm以上)
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議案第４８号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

○私設消火栓 ○私設消火栓 ○私設消火栓立会手数料 ○私設消火栓立会手数料 ○消防又は消防演習の場合 ○消火栓
・消火演習1回 525円 ・消火演習1回 3,000円 ・消火演習1回 700円 は村長の指定する職員の 職員の立会 ・消火演習1回 1,570円
（1回10分毎） （1回20分毎） （1回10分毎） 立会を要する。 (1回10分毎)

災害時使用 無料 ・手数料、使用料は無し。 火災使用時 無料

○量水器 無料貸与 ○量水器 無料貸与 ○メ－タ－使用料 ○量水器 無料貸与 ○メ－タ－使用料 ○量水器 無償貸与
φ13mm以下 100円 φ13mm以下 63円
φ20mm以下 200円 φ25mm以下 126円
φ25mm以下 300円 φ50mm以下 420円
φ30mm以下 400円
φ40mm以下 500円
φ50mm以下 1,000円

３給水装置工事について

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)給水装置工 ○給水装置工事手数料 ○設計審査手数料 ○設計審査手数料 ○工事の検査手数料 ○設計審査手数料 ○設計審査手数料、工事検
事手数料等 ・ﾒｰﾀｰ設置の場合 1件につき 1,000円 1件につき 500円 ・13～20mm 1回につき 1,000円 査手数料

φ25㎜以下 10,000円 ○開閉栓手数料 ○工事検査手数料 新設 6,000円 ○工事検査手数料 ・13・20mm
30～50㎜ 20,000円 1件につき 1,000円 1回につき 500円 増設・改造 5,000円 1回につき 1,000円 新設・全面改良 5,000円
75㎜以上 40,000円 （開閉栓工事は工務浄水 ・消防演習立会 その他 2,500円 ○消防演習立会 その他工事 3,000円

・ﾒｰﾀｰ設置しない場合(改 係対応） 1回につき 500円 ・25～30mm 1回につき 200円 ・25・30mm
造) ○メーター交換業務 ・証明手数料 新設 9,000円 ○指定給水装置工事事業者 新設・全面改良
φ25以下 5,000円 町内指定工事店委託 1件につき 400円 増設・改造 7,500円 指定申請手数料 10,000円

30～50 10,000円 1,200円×1.05×250件 ・主任技術者証 その他 3,700円 １件につき 10,000円 その他工事 5,000円
75以上 20,000円 ○水道使用証明手数料 交付しない ・40～50mm ・40・50mm

・単独撤去工事及び上記工 1件につき 300円 新設 12,000円 新設・全面改良
事に該当しない工事 増設・改造 10,000円 15,000円

2,000円 その他 5,000円 その他工事 8,000円
○私設消火栓立会手数料 ・75mm ・75mm～

1回につき 500円 新設 20,000円 新設・全面改良
（1回10分毎） 増設・改造 15,000円 30,000円

○証明手数料 その他 7,500円 その他工事 15,000円
1件につき 350円 ○各種証明手数料 ・給水管分岐工事 5,000円

○主任技術者証 1件につき 300円
(継続、再交付を含む。)

1件につき 1,000円
○既納の手数料の還付なし

(2)加入金 ○加入金 ○加入金 ○加入金 ○加入金 ○加入金 ○加入金
（税込み） φ13㎜ 52,500円 φ13mm 80,000円 φ13mm 70,000円 φ13mm 126,000円 φ13mm 64,050円 φ13mm 84,000円

φ20㎜ 110,250円 新規加入 130,000円 φ20mm 120,000円 φ20mm 210,000円 φ20mm 87,150円 φ20mm 126,000円
φ25㎜ 181,650円 φ20mm 166,000円 φ25mm 200,000円 φ25mm 420,000円 φ25mm 100,800円 φ25mm 178,500円
φ30㎜ 283,500円 新規加入 253,000円 φ30mm 400,000円 φ30mm 682,500円 φ30mm 144,900円 φ30mm 262,500円
φ40㎜ 559,650円 φ25mm 281,000円 φ40mm 600,000円 φ40mm 1,260,000円 φ40mm 220,500円 φ40mm 504,000円
φ50㎜ 945,000円 新規加入 414,000円 φ50mm 1,000,000円 φ50mm 2,415,000円 φ50mm 288,750円 φ50mm 840,000円
φ75㎜ 2,521,050円 φ40mm 1,150,000円 φ75mm 6,615,000円 φ75mm以上 別途協議 φ75mm以上 別途協議
φ100㎜以上 新規加入1,840,000円

管理者が定める。 φ50mm 1,840,000円
新規加入2,875,000円

φ75mm以上
町長が別に定める。
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議案第４８号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【 参 考 】

(1)　現行水道料金一覧（一般家庭１ヶ月３０立方メートル使用の場合）
（税込み）

市町村名 渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村
2,900 2,520 1,850 4,340 2,390 4,200

2,250
順位 4 2 1 6 3 5

料金改正 H12.5.1 H10.4.1 H6.4.1 H5.4.1 H8.4.1 H15.4.1

（注１） 伊香保町下段は、水沢地域の簡易水道
（注２） 小野上村は、メーター使用料50円を含む
（注３） 赤城村は、メーター使用料63円を含む

(2)　県内11市の水道料金の状況（一般家庭１ヶ月30立方メートル使用の場合）

市町村名 前橋市 高崎市 太田市 桐生市 伊勢崎市 館林市 藤岡市 富岡市 安中市 沼田市 渋川市
使用料(円) 3,400 3,770 3,880 3,800 3,510 4,250 4,750 4,790 3,570 3,660 2,900

順位 2 6 8 7 3 9 10 11 4 5 1

(3)　6市町村の経営状況

年度 渋川市 伊香保町 子持村 北橘村 小計 小野上村 赤城村 小計 合計
13 809,065 288,388 213,932 169,967 1,481,352 28,038 107,430 135,468 1,616,820
14 857,667 281,415 214,654 169,542 1,523,278 28,908 107,795 136,703 1,659,981
15 852,247 277,445 224,000 190,485 1,544,177 27,012 110,791 137,803 1,681,980
13 23,965 1,339 5,160 4,170 34,634 650 1,862 2,512 37,146
14 23,839 819 5,880 3,680 34,218 960 2,071 3,031 37,249
15 15,688 82 5,700 3,250 24,720 350 0 350 25,070
13 74,471 57 39,407 24,525 138,460 13,940 4,375 18,315 156,775
14 62,419 852 18,404 34,242 115,917 7,295 4,511 11,806 127,723
15 63,486 3,988 6,915 17,710 92,099 10,638 12,408 23,046 115,145
13 907,501 289,784 258,499 198,662 1,654,446 42,628 113,667 156,295 1,810,741
14 943,925 283,086 238,938 207,464 1,673,413 37,163 114,377 151,540 1,824,953
15 931,421 281,515 236,615 211,445 1,660,996 38,000 123,199 161,199 1,822,195
13 889,977 413,137 260,197 196,638 1,759,949 33,542 49,457 82,999 1,842,948
14 902,486 406,381 220,375 208,600 1,737,842 31,830 67,028 98,858 1,836,700
15 928,884 380,086 224,658 203,633 1,737,261 36,171 69,386 105,557 1,842,818
13 17,524 ▲ 123,353 ▲ 1,698 2,024 ▲ 105,503 9,086 64,210 73,296 ▲ 32,207
14 41,439 ▲ 123,295 18,563 ▲ 1,136 ▲ 64,429 5,333 47,349 52,682 ▲ 11,747
15 2,537 ▲ 98,571 11,957 7,812 ▲ 76,265 1,829 53,813 55,642 ▲ 20,623

純利益損失

加 入 金

営業外収入

収益的収入

収益的支出

使用料(円)

（税込み、10円未満切り捨て）

(単位:千円)

営業収益
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議案第４８号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】

○地方公営企業法（抜粋） ○水道法（抜粋）

（この法律の目的） （この法律の目的）
第１条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員 第１条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を

の身分取扱いその他企業の経営の根本基準、企業の経営に関する事務を処理する地方自 計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水
、 。治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例並びに企業の財政の再建に関 の供給を図り もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする

する措置を定め、地方自治の発達に資することを目的とする。
（この法律の適用を受ける企業の範囲） （用語の定義）

第２条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業（これらに附帯 第３条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用
。 。 、 。する事業を含む。以下「地方公営企業」という ）に適用する。 に適する水として供給する施設の総体をいう ただし 臨時に施設されたものを除く

(1) 水道事業（簡易水道事業を除く ） ２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する。
(2) 工業用水道事業 事業をいう。ただし、給水人口が１００人以下である水道によるものを除く。
(3) 軌道事業 ３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が５，０００人以下である水道に
(4) 自動車運送事業 より、水を供給する水道事業をいう。
(5) 鉄道事業 ４～１２項省略
(6) 電気事業
(7) ガス事業 （認可の申請）

２～３項省略 第７条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に事業計画書、工事設計書その他
厚生労働省令で定める書類（図面を含む ）を添えて、これを厚生労働大臣に提出し。

（料金） なければならない。
第２１条 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。 ２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
２ 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における 1 .申請者の住所及び氏名（法人または組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名

適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけ 称並びに代表者の氏名）
ればならない。 2. 水道事務所の所在地

３ 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにそ
の旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

４～５項省略

（供給規程）
第１４条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につい

て、供給規程を定めなければならない。
２ 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

、 。1. 料金が 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること
2. 料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること。
3. 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担
区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5号省略

３項～７項省略
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議案第４８号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-18 上水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 先進地事例

さ ぬ き 市 東 か が わ 市 山 県 市

１ 水道事業会計は合併時に統一を図る。 １ 水道給水区域については、現行のとおり新町 １ 上水道関係事業（水道料金）
２ 料金については、合併時までに料金表を作成 に引き継ぐ。 ① 水道料金については、高富町の例による。

し、新市に移行後は、統一する。 ２ 水道使用料、新規加入金等及びメーター使用 ただし、中洞簡易水道雑用水使用料金につい
３ 給水区域については、現行のとおりとする。 料については、合併時に統一し、検針、徴収に ては現行のとおりとする。
４ 負担金については 負担の公平性の原則から ついては、毎月実施するものとする。 ② 水道臨時使用料金については、高富町の例、 、

適正な負担額のあり方等について検討し、新市 ３ 施設等申込検査手数料は、合併時に統一し、 による。
に移行後は統一する。 指定給水装置工事事業者登録手数料については ③ 使用水量の検針は隔月とし、水道料金の徴、

５ 手数料については、竣工検査新設工事２０ｍ 現行のとおり新町に引き継ぐ。 収は毎月とする。
ｍ以下１，５００円、２５ｍｍ以上３，０００ ２ 上水道関係事業（加入分担金）
円、給水装置工事事業者指定１０，０００円、 ① 水道加入分担金については、高富町の例に
給水装置工事事業者指定変更１，０００円、開 よる。ただし、中洞簡易水道雑用水について
始手数料２０ｍｍ以下１，５００円、２５ｍｍ は、１０２，０００円とする。
以上３，０００円とする。 ② 新市において、上水道又は簡易水道の使用

６ 上水道施設整備協力金については、メーター 者が他で新たに上水道又は簡易水道の供給を
口径１３ｍｍ８０ ０００円 ２０ｍｍ２４０ 受ける場合は、加入分担金を徴収しないもの， 、 ，
０００円、２５ｍｍ３２０，０００円、３０ｍ とする （既設管を閉栓し、同口径以下で供給。
ｍ５３３，０００円、４０ｍｍ８００，０００ を受ける場合に限る ）。
円、５０ｍｍ１，３３３，０００円とする。賃 ③ 臨時加入分担金は、廃止する。ただし、臨
貸借住宅開発協力金については、普通世帯を対 時使用の場合には、加入分担金相当額及び管

。象としたもの５６，０００円、単身入居を対象 理者が定める水道料金を予納するものとする
としたもの４８，０００円とする。

７ 水道運営委員会については、新市において設
置する。

８ 簡易水道事業会計については、合併時に統一
を図る。

９ 簡易水道の水道料金及び手数料については、
上水道に準じた料金とする。

10 簡易水道の給水区域及び負担金については、
現行のとおりとする。

瑞 穂 市 飛 騨 市 か ほ く 市

１ 上水道使用料及び加入負担金については、表 １ 新市の水道整備計画を策定し、事業の進捗を １ 水道事業については、次のとおり調整する。
第3(表省略) のとおりとする 上水道使用料は はかる。 ① 水道事業計画については、合併時に策定す。 、
巣南町及び巣南町・神戸町水道組合の口径別基 ２ 水道料金、水道加入金については、現行のと る。
本水量付料金を穂積町と同一の基本水量付逓増 おり新市に引き継ぎ、５年をめどに調整する。 ② 水道事業手数料については、高松町の例に
料金とし、メーター使用料を新たに設定する。 よる。ただし、開栓手数料については、宇ノ

２ 上水道の材料検査手数料、工事検査手数料、 気町の例による。
水道料金納付証明手数料及び督促手数料につい ③ 水道加入分担金については、高松町の例に
ては、表第4(表省略) のとおりに合併時に統一 よる。ただし、量水器口径３０ｍｍについて
する。 は合併時までに調整する。

④ 水道料金については、合併時に統一料金と
する。ただし、量水器使用料は徴収しない。
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議案第４９号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

１ 下水道計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、受益者負担金及 ４ コミュニティ・プラントについては、処理施設は現行のとおり新市に引
び分担金については、現行のとおりとする。 き継ぎ、使用料は公共下水道使用料に統一する。

２ 下水道使用料については、渋川市の例による。ただし、伊香保町につい ５ 水洗便所改造資金貸付制度等は渋川市の例により統一し、合併浄化槽設
調 整 方 針 ては、５年間で段階的に調整する。 置整備事業補助制度については、渋川市、伊香保町、赤城村及び北橘村の

なお、用途区分に「温泉汚水（１m につき １４円 」を加える。 例による。3 ）
３ 個別排水処理施設の使用料については、合併時に公共下水道使用料に統

一する。ただし、基本料金は８m まで３００円とする。3

なお、分担金は新市において調整する。

現 況 調整理由・課題

１【調整理由】１ 下水道計画
・ 下水道計画については、良好

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 な住環境の維持と自然環境の保
全の面から現行のとおり新市に

(1) 基本計画、 ○利根川上流流域関連渋川 ○町単独公共下水道事業 ○小野上村特定環境保全公 ○子持村特定環境保全公共 該当なし ○利根川上流流域関連北橘 引継ぐものとし、受益者負担金
認可計画 市公共下水道事業 ・全体計画 H22年度目標 共下水道事業 下水道事業 村公共下水道事業 等については、受益者との既契（ ）

・全体計画 H22年度目標 面積 163.5ha ・全体計画・施設計画 ・全体計画 H27年度目標 ・全体計画（H22年度目標 約事項であることから現行のと（ ） （ ）
面積 1,242ha 人口 20,000人 (H20年度目標) 面積 47ha 面積 ha おりとする160
人口 46,000人 汚水量 m / 面積 95ha 人口 1,900人 人口 人23,400 日

3 6,400
汚水量 28,610m /日最大 ・認可計画（H13年3月31 人口 6,570人 汚水量 960m /日最大 汚水量 2,780m /日最大 ２【調整理由】3 3 3

・認可計画 H15年度目標 日認可終了） 汚水量 1,500m / ・認可計画 H19年度目標 ・認可計画(H15年度目標) ・ 下水道使用料は、一般家庭の（ ） （ ）3 日最大
面積 476ha 面積 152.5ha ・認可計画 H20年度目標 面積 47ha 面積 h 平均的な使用量では渋川市、北（ ） 154
人口 21,440人 人口 18,800人 面積 95ha 人口 1,900人 人口 5,680人 橘村の格差は少ないものの伊香
汚水量 13,290m /日最大 汚水量 m / 人口 6,570 人 汚水量 960m /日最大 汚水量 3,200m /日最大 保町との格差が大きいが、合併3 3 3 3

23,400 日
・整備状況(公共下水) ・整備状況(公共下水) 汚水量 1,500m /日最大 ・整備状況(公共下水) ・整備状況(公共下水) 後の健全な行財政運営と他の下3

【H15.4.1現在】 【H15.4.1現在】 ・整備状況(公共下水) 【H15.4.1現在】 H15.3.31現在 水道施設（農業集落排水事業、【 】
認可面積 476.0ha H15.3.31現在 認可面積 47ha 認可面積 154ha 個別廃水処理施設、コミュニテ【 】
整備面積 408.5ha 面積 152.5 ha 認可面積 95 ha 整備面積 0ha 整備面積 151.8ha イ・プラント）使用料との均衡

、 。供用面積 407.5ha 人口 17,667人 整備面積 56 ha 供用面積 0ha 供用面積 151ha を図るため 渋川市の例とする
、 、整備率 85.8% 汚水量 m / 供用面積 41 ha 整備率 0% 整備率 98.6% ただし 伊香保町については8,576 日

3

整備率 43,2% 【H.18年度供用開始予定】 住民への影響が大きいために合
○伊香保町単独特定環境保 併後５年間で段階的に調整す

○普及率【H15.4.1現在】 全公共下水道 ○普及率【H15.4.1現在】 ○普及率【H15.4.1現在】 ○普及率【H15.4.1現在】 ○普及率【H15.4.1現在】 る。
・公共下水 17,996人 ・全体計画（事業終了） ・公共下水 1,252人 ・公共下水 ー ・農集排 3,585人 ・公共下水 【課題】3,560人

37.7% 面積 10.0 h 57.5% ー 28.5% % ・ 伊香保町の一般的家庭の使用34.6
・農集排 455人 人口 2,150人 ・個別排水 67人 ・農集排 5,705人 ・コミプラ 733人 ・農集排 6,408 量区分では、毎年１５％～２０人

1.0% 汚水量 m / 3.1% 46.3% 5.8% % ％の改定が必要となる。330 日
3 62.3

・コミプラ 2,610人 ・整備状況(公共下水) ・合計 1,319人 ・合計 5,705人 ・個別排水 196人 ・合計 人9,968
5.5% 【H15.4.1現在】 60.5% 46.3% 1.6% % ３【調整理由】97.0

・合計 21,061人 面積 10.0 h ・合計 4,514人 ・ 個別廃水処理施設使用料は、
44.1% 人口 2,092人 35.9% 合併後の健在な行財政運営と他

汚水量 m / の下水道施設使用料との均衡を330 日
3

図るため、公共下水道使用料に
○普及率【H15.4.1現在】 統一する。
・公共下水 3,573人 ただし、電気料等個人負担分

95.7% の維持管理費相当額について
・特環 82人 は、基本料金から控除する。

100.0% 【課題】
・合計 3,655人 ・ 本事業は、小野上村と赤城村

95.8% で実施されているが、下水道事
業で対応できない地域の良好な
住環境の維持と公共用水域の水

行政区域内人口47,784人 行政区域内人口 3,814人 行政区域内人口 2,179人 行政区域内人口 12,333人 行政区域内人口 12,575人 行政区域内人口 人 質保全の面から効果を上げてい10,278
るが、同様な目的を持つ合併処
理浄化槽設置補助事業との比較
検討が必要である。
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議案第４９号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

４【調整理由】２ 受益者負担金（分担金）
・ コミュニテイ・プラントは、

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 渋川市と赤城村に設置されてい
るが、使用料については大きな

(1) 負担金等の ・負担金 ・負担金 ・分担金 ・分担金 該当なし ・負担金（１単位あたり） 格差はなく、他の下水道施設使(１㎡あたり) (１㎡あたり) (１戸当たり)
額 公共第１負担区 300円 公共第１負担区 126円 水道ﾒｰﾀｰの口径による 295,293円 公共第１負担区180千円 用料との均衡を図るため、公共

公共第２負担区 400円 公共第２負担区 145円 ２０㎜ 150千円 公共第２負担区180千円 下水道使用料に統一をする。
２５㎜ 230千円 公共第３負担区180千円

・分担金 ・分担金 ３０㎜ 340千円 ５【調整理由】(１㎡あたり) (１㎡あたり) ※事業完了後については
特環第１負担区 380円 特環第１負担区 175円 ４０㎜ 600千円 ・ 水洗便所改造資金貸付制度等各負担区共に 270千円

５０㎜ 940千円 については、制度的に有利な渋
川市の制度に統一し、合併浄化
槽設置整備事業補助制度は、小３ 下水道使用料
野上村を除く５市町村で制度化

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 されているので、下水道整備計
画区域外の地域の良好な住環境

(1) 使用料算定 排出汚水量(使用水道量)に 排出汚水量(使用水道量)に 排出汚水量(使用水道量)に 該当なし 該当なし 排出汚水量(使用水道量)に の維持と公共用水域の水質保全
方法 応じて徴収 応じて徴収 応じて徴収 応じて徴収 の面から新市全域に適用する。

（１ヶ月につき） （1ヶ月につき） （２ヶ月につき） （２ヶ月につき） 【課題】
・ 本制度と個別排水処理施設整

(2) 使用料 ＜一般用＞ ＜一般用＞ ＜一般用＞ 該当なし 該当なし ＜一般用＞ 備事業との比較検討の必要があ
（税込み） ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 ・基本料金 る。

H16.4.1現在 8m まで 660円 10m まで 500円 20m まで2,000円 2,100円【 】 3 3 3

・従量料金（１m につき） ・従量料金（１m につき） ・従量料金 ・従量料金3 3

8m を超え40m まで 10m を超え30m まで １m につき100円 0 m を超え 60m まで3 3 3 3 3 3 3

105円 50円 63円
40m を超え100m まで 30m を超え50m まで 60m を超え200m まで3 3 3 3 3 3

118円 63円 78円
101m 以上 50m を超え100m まで 201m 以上 94円3 3 3 3

131円 75円
＜浴場用＞ 100m を超え500m まで3 3

１m につき 34円 81円3

＜臨時用＞ 500m を超え2000m まで3 3

１m につき 203円 88円3

2001m 以上 100円3

＜温泉汚水＞
1m につき 11.9円3

3 3 3 3 3 3・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m
使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料 使用した場合の使用料

2,970円／月 1,500円／月 3,000円／月 2,900円／月 2,940円／月 2,940円／月
（ ）（ ）農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料

４ 個別排水処理事業

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1) 処理施設 該当なし 該当なし ・個別排水処理施設 該当なし ・村設置・村管理型合併処 該当なし
計画戸数208戸 理浄化槽
整備費249,600,000円 全体で55基設置
計画整備戸数208戸 処理規模 5人槽19基
平成12年度6基 処理規模 7人槽30基
平成13年度6基 処理規模 8人槽 3基
平成14年度6基 処理規模10人槽 3基
平成15年度4基 計画達成年度
平成15年度以降186基 平成13年度
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議案第４９号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(2) 分担金 該当なし 該当なし ・専用住宅 該当なし ・利用者負担 該当なし
処理人槽×20,000円 設置事業費の5%

・事業所等、その他の建築 ・村負担
物 設置事業費の95%

処理人槽×50,000円

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし(3) 使用料 （２ヶ月につき） (2ケ月につき)
（税込み） ・基本料金 ・基本料金 2,100円
H16.4.1現在 20m まで 1,200円 ・従量料金1 m につき【 】 3 3

・従量料金 1～60m 63円3

１ m につき 100円 61～200m 78円3 3

201m 以上 94円3

3 3・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m
使用した場合の使用料 使用した場合の使用料

2,600円／月 2,940円／月

５ コミニュティ・プラント

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし(1) 処理施設 ○渋川市汚水処理施設の設 ○赤城村下水道の管理及び
置及び管理に関する条例 使用に関する条例

・金井軽浜地内汚水処理施 ・三原田住宅団地内
設 処理規模：1,500人

処理規模： 900人
・市営住宅入沢団地汚水処

理施設
処理規模：1,100人

・金井住宅団地汚水処理施
設

処理規模：1,900人
・行幸田団地汚水処理施設

処理規模： 900人

(2) 分担金 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

該当なし(3) 使用料 ・基本料金(１ヶ月につき) 該当なし 該当なし 該当なし ・基本料金(1ヶ月につき)
（税込み） 8m まで 660円 10m まで 1,000円3 3

H16.4.1現在 ・従量料金 m ・超過料金【 】 （１ につき）
3

8m を超え40m まで 1 m 増す毎に 90円3 3 3

105円
40m を超え100m まで3 3

118円
101m 以上 131円3

＜工場用＞
100m まで 12,500円3

101m 以上 125円3

3 3・一般家庭で１ヶ月30m ・一般家庭で１ヶ月30m
使用した場合の使用料 使用した場合の使用料

2,970円／月 2,800円／月
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議案第４９号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【 参 考 】

○使用料比較表（一般家庭１ヶ月３０立方メートル使用の場合） 単位：円

渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村

下水道 2,970 1,500 3,000 － － 2,940

2,970 2,970 2,970 － － 2,970

0   (増)1,470      (減)30 － － 　　 (増)30

個別排水処理施設 － － 2,600 － 2,940 －

－ － 2,610 － 2,610 －

－ －      (増)10 －     (減)330 －

コミニュティプラント 2,970 － － － 2,800 －

2,970 － － － 2,970 －

0 － － －     (増)170 －

農業集落排水 2,970 － － 2,900 2,940 2,940

2,970 － － 2,970 2,970 2,970

0 － －      (増)70      (増)30      (増)30

※伊香保町については、５年間で段階的に調整する。

○県内１１市比較表（一般家庭１ヶ月３０立方メートル使用の場合）

単位：円

下水道料金 渋川市との差

渋川市 2,970 0

前橋市 3,210 240

高崎市 3,010 40

桐生市 2,380 △ 590

伊勢崎市 3,050 80

太田市 2,670 △ 300

藤岡市 2,940 △ 30

館林市 4,640 1,670

沼田市 3,320 350

富岡市 3,250 280

安中市 3,570 600

※料金は、消費税を含み、１０円未満の端数は切り捨てて整理

順　位

4

7

5

1

6

2

3

11

9

8

10

現行

合併後

比較

現行

合併後

比較

現行

合併後

比較

現行

合併後

比較
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議案第４９号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 助成制度

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1) 水洗便所改 ○渋川市水洗便所改造資金 ○伊香保町水洗便所改造資 ○小野上村下水道排水設備 該当なし 該当なし 該当なし
造資金貸付 貸付条例 金貸付条例 改造資金融資斡旋条例
制度等 ・貸付限度額 ・貸付限度額 ・融資限度額

１工事当たり480,000円 １工事当たり 300,000円 １工事当たり 1,000,000円
以内 ・利子補給

年利率1.0％を控除した
額以内（2.0％限度）

村浄化槽設置整備 ○赤城村浄化槽設置整備 ○北橘村浄化槽設置整備(2) 合併浄化槽 ○渋川市合併処理浄化槽設 ○伊香保町浄化槽設置整備 該当なし ○子持
事業費補助金交付要綱 事業費補助金交付要綱 事業費補助金交付要綱設置事業補 置事業費補助金交付要綱 事業費補助金交付要綱

助制度 ・補助金額 ・補助金額 ・補助金額 ・補助金額 ・補助金額
５人槽限度額 279,000円 ５人槽限度額 279,000円 ５人槽限度額 300,000円 ５人槽限度額 279,000円 ５人槽限度額 279,000円
６～７ 〃 360,000円 ６～７ 〃 360,000円 ６～７ 〃 387,000円 ６～７ 〃 360,000円 ６～７ 〃 360,000円
８～50〃 477,000円 ８～50〃 477,000円 ８～50〃 513,000円 ８～50〃 477,000円 ８～50〃 477,000円

３ 公共下水道管理者は、第１項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該【関係法令】
くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く

（抜粋） 除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が○下水道法
困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理

（この法律の目的） 由があると認められる場合は、この限りでない。
第１条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、 ４ 第１項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様

流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて 下水道の整備を図り とする。、 、
もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保 ５ 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそ
全に資することを目的とする。 のあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の

仲介その他の援助に努めるものとする。
（管理） ６ 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあ

第３条 公共下水道の設置 改築 修繕 維持その他の管理は 市町村が行うものとする つせんに努めるものとする。、 、 、 、 。
２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、２以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村

のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議し （使用料）
て、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この 第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使
場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決 用料を徴収することができる。
を経なければならない。 ２ 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。

(1) 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
（事業計画の認可） (2) 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。

第４条 前条の規定により公共下水道を管理する者 以下 公共下水道管理者 という (3) 定率又は定額をもつて明確に定められていること。（ 「 」 。）
は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、 (4) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
事業計画を定め、国土交通大臣（政令で定める事業計画にあつては、都道府県知事。第 ３ 公害防止事業費事業者負担法（昭和４５年法律第１３３号）の規定に基づき事業者がその
６条において同じ の認可を受けなければならない 認可を受けた事業計画の変更 政 設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収す。） 。 （
令で定める軽微な変更を除く ）をしようとするときも、同様とする。 る使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担。

を勘案して定めなければならない。
（水洗便所への改造義務等）

第11条の３ 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、
当該処理区域についての第９条第２項において準用する同条第１項の規定により公示さ （抜粋）○地方自治法
れた下水の処理を開始すべき日から３年以内に、その便所を水洗便所（汚水管が公共下
水道に連結されたものに限る。以下同じ ）に改造しなければならない。 （分担金）。
２ 建築基準法第３１条第１項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所 第２２４条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体

有者については、前項の規定は、適用しない。 の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利
益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
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議案第４９号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-19 公共下水道等の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

７ 先進地事例

さ ぬ き 市 東 か が わ 市 山 県 市

・公共下水道等の負担金等については、負担の公 ・下水道分担金については、白鳥町の例によるも ・農業集落排水施設使用料金については、当分の
平性の原則から、適正な負担額のあり方等につ のとする。 間、現行のとおりとする。ただし、負担の公平
いて検討し、新市に移行後は統一する。 ・下水道使用料については、合併時に上水道家庭 性の観点から、新市において、従量制による料

・公共下水道等の使用料については、合併時まで 用の使用料に統一する。 金体系の構築を図る。
、 。に料金表を作成し、新市に移行後は統一する。 ・合併処理浄化槽設置整備事業については、大内 ・新規加入負担金については 高富町の例による

ただし、累進制については適正化を図るよう検 町の例により、新町において調整する。
討する。

・下水道排水設備工事については、新市において
下水道排水設備指定工事店規則を定める。

・合併処理浄化槽設置事業費の負担区分について
は、合併時に廃止する。ただし、管理事業の受
託基準については、当面、現行のとおりとし、
負担の公平性の原則から、適正な受託料のあり

、 。方等について 新市において引き続き検討する
、・合併処理浄化槽設置整備事業補助金については

新たな合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付
要綱を定める。

・水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給につい
ては、新たな水洗便所改造資金融資斡旋及び利
子補給に関する規則を定める。

・下水道事業基金については、新市において設置
する。

・下水道事業協力金については、新市において下
水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱
い要綱を定める。

・私道における下水道の取扱いについては、新市
において私道における下水道敷設要綱を定める

瑞 穂 市 飛 騨 市 か ほ く 市

・下水道使用料については、合併時に基本料金10 ・新市の下水道整備計画を策定し、事業の進捗を ・公共下水道事業計画については、新市において
ｍ3 まで1,600 円、超過料金1ｍ3 当り180 円 はかる。 新たに策定する。ただし、新計画のできるまで

で統一する。ただし、合併後2 年間は超過料金 ・下水道使用料、加入金、分担金については、現 の間は、現行のとおり新市において取扱うもの
を15％軽減する。 行のとおり新市に引き継ぎ、５年をめどに調整 とする。

また 上水道以外の使用水量の認定については する。 ・公共下水道事業受益者負担金については、適正、 、
穂積町の例による。ただし、農業集落排水事業 な負担額のあり方及び徴収方法等を合併時に調
については合併後2 年間は現行どおりとする。 整する。

・融資あっせんについては、穂積町コミュニティ ・公共下水道事業の下水道使用料については、適
・プラント整備事業を基に合併時において統一 正な料金体系及び徴収方法等を合併時に調整す
する。ただし、利子補給制度については、排水 る。
設備改造助成金により手厚く助成することから ・水洗便所等改造資金の融資斡旋制度及び助成制、
利子補給制度は行わない。 度については、金額及び条件等を合併時に調整

・私道内本管工事については、当面の間現行どお する。
りとし、新市において基準を統一する｡ ○農業集落排水事業については、次のとおり調整

・巣南町の下水道対策審議会を廃止し、新市にお する。
いて上水道・下水道を合わせた審議会を設置す ・農業集落排水事業計画については、新市におい
る。 て新たに策定する。ただし、新計画のできるま

での間は、現行のとおり新市において取扱うも
のとする。

・農業集落排水事業の分担金、下水道使用料及び
水洗便所等改造資金の融資斡旋制度並びに助成
制度については、公共下水道事業との統一を図
る。
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議案第５０号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

１ 小学校、中学校については、現行のとおりとする。 ５ 幼稚園については、次のとおりとする。
２ 奨学金貸付制度については、渋川市の例により、給付制度については、 (1) 公立幼稚園の保育料については、渋川市の保育料を基本に合併後５年
新市において調整する。 を目途に調整する。

調 整 方 針 ３ 通学バス運行については、現行のとおりとし、遠距離通学児童・生徒通 (2) 送迎マイクロバスの運行については、現行のとおりとし、その利用料
学費補助については、渋川市の例による は、北橘村の例による。。（協議会にて修正あり）

４ 学校給食に係る、調理施設及び配送先等については、当面の間、現行の (3) 減免制度については、新市において調整する。
とおりとし、給食費については、新市において調整する。 (4) 私立幼稚園及び私学奨励については、現行のとおりとする。

現 況 調整理由・課題

１ 小・中学校の概要
２【調整理由】

・ 教育の機会均等を図るため、細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
制度の充実している渋川市の例

(1)小学校の概 ○小学校 ○小学校 ○小学校 ○小学校 ○小学校 ○小学校 による。
要 ・学校数 ６校 ・学校数 １校 ・学校数 １校 ・学校数 ３校 ・学校数５校（分校含む） ・学校数 ２校 ・ 給付制度は、伊香保町独自の
H15.5.1現在 ・学級数普通 ９６クラス ・学級数普通 ６クラス ・学級数普通 ６クラス ・学級数普通 ３０クラス ・学級数普通 ２７クラス ・学級数普通 １９クラス 制度であるため、新市において【 】

特殊 ９クラス 特殊 １クラス 特殊 ３クラス 特殊 ３クラス 特殊 ２クラス 調整する。
・児童数 ２，８２０人 ・児童数 １９０人 ・児童数 １１５人 ・児童数 ７３６人 ・児童数 ６６７人 ・児童数 ６３４人
・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ３【調整理由】

一般校舎 32,757㎡ 一般校舎 3,243㎡ 一般校舎 2,342㎡ 一般校舎 9,693㎡ 一般校舎 12,178㎡ 一般校舎 7,318㎡ ・ 通学バス運行については、各
屋体講堂 5,324㎡ 屋体講堂 987.87㎡ 屋体講堂 825㎡ 屋体講堂 2,449㎡ 屋体 3,651㎡ 屋体講堂 2,038㎡ 市町村で、設置に至る経緯があ
プール 2,755.9㎡ プール 325㎡ プール なし プール 1,075㎡ プール 2,050㎡ プール 25×11.5ｍ るため、現行のとおりとする。
柔剣道場 なし 柔剣道場 なし 柔剣道場 なし 柔剣道場 なし 柔剣道場 なし 15×７ｍ ・ 遠距離通学児童生徒通学費補
敷地面積 121,542㎡ 敷地面積 12,946㎡ 敷地面積 10,430㎡ 敷地面積 16,424㎡ ・敷地面積 57,852㎡ 25×７ｍ 助については、交付税の算定基

・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 10×９ｍ 準が小学校４㎞、中学校６㎞で
共同・完全給食 ６校 単独 共同・完全給食 １校 共同・完全給食 ３校 共同・完全給食 ５校 657.5㎡ あること、補助額が充実してい

、 。柔剣道場 なし ることから 渋川市の例による
敷地面積 34,884㎡ 【課題】

・給食実施状況 ・ 通学バスについては、北橘村
単独・完全給食 ２校 が実施していないため、地域格

差が生じる。
(2)中学校の概 ○中学校 ○中学校 ○中学校 ○中学校 ○中学校 ○中学校 ・ 赤城村については、補助対象

要 ・学校数 ４校 ・学校数 １校 ・学校数 １校 ・学校数 １校 ・学校数 ２校 ・学校数 １校 者の範囲が狭まるので、住民の
H15.5.1現在 ・学級数普通 ５０クラス ・学級数普通 ３クラス ・学級数普通 ３クラス ・学級数普通 １２クラス ・学級数普通 １３クラス ・学級数普通 １０クラス 理解を得る必要がある。【 】

特殊 ８クラス 特殊 １クラス 特殊 １クラス 特殊 １クラス 特殊 ２クラス 特殊 １クラス
・生徒数 １，５００人 ・生徒数 ９３人 ・生徒数 ６０人 ・生徒数 ３８８人 ・生徒数 ３８７人 ・生徒数 ３４４人 ４【調整理由】
・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・施設状況 ・ 調理施設及び配送先等につい

一般校舎 20,338㎡ 一般校舎 2,309㎡ 一般校舎 2,174㎡ 一般校舎 4,574㎡ 一般校舎 7,302㎡ 一般校舎 3,529㎡ ては、センター職員の配置、供
屋体講堂 5,199㎡ 屋体講堂 1,026㎡ 屋体講堂 766㎡ 屋体講堂 2,613㎡ 屋体 1.310㎡ 屋体講堂 1,127㎡ 給する給食数等の調整が必要と
プール 1,500㎡ プール 325㎡ プール 59㎡ プール 400㎡ プール 750㎡ プール なし なるため、当面、現行のとおり
柔剣道場 651㎡ 柔剣道場 443㎡ 柔剣道場 なし 柔剣道場 なし 武道場 180㎡ 柔剣道場 なし とする。

、 、敷地面積 89,443㎡ 敷地面積 23,746㎡ 敷地面積 9,015㎡ 敷地面積 10,502㎡ 敷地面積 35,181㎡ 敷地面積 16,499㎡ ・ 給食費は 公平性の観点から
・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 ・給食実施状況 統一することが望ましいので、

共同・完全給食 ４校 単独 共同・完全給食 １校 共同・完全給食 １校 共同・完全給食 ２校 単独・完全給食 １校 新市において６市町村の平均的
南中体育館は社会体育施設 な額で統一する。

1,743㎡ 【課題】
・ 施設が老朽化している調理場

もあることから、新市発足後速
やかに、共同調理場を建設する
必要がある。新共同調理場は、
学校規模、配送距離を考慮し、
新市に２～３箇所が望ましい。
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議案第５０号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２ 奨学金制度
５【調整理由】

・ 保育料については、各市町村細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
で相違があるので、総務省の地

○渋川市奨学資金貸与条例 ○伊香保町奨学金貸与条例 なし ○子持村奨学資金貸与条例 なし なし 方財政計画の単価(6,100円)に
（貸与） （貸与） （貸与） 近い渋川市の保育料を基本に段

高等学校:月額10,000円 高等学校、専門学校、大 高等学校:月額10,000円 階的に統一する。
専門学校:月額15,000円 学共に月額20,000円 （返還） ・ 送迎利用料については、北橘
大 学 :月額25,000円 （返還） 卒業後１年据え置き後、 村の額が平均であるため。

（返還） 卒業後1年据置後、貸与 貸与年数の２倍に相当す ・ 保育料の減免制度は、減免対
卒業後１年据え置き後、 年数の2倍に相当する期 る期間内に割賦又は年賦 象者の公平性の観点から、統一
貸与年数の２倍に相当す 間内に割賦または年賦に により返還 することが望ましいので、新市
る期間内に割賦又は年賦 より返還 （平成１４年度実績） において調整する。
により返還 （平成１４年度実績） 高校２名 ・ 私立の幼稚園については、渋

(平成１４年度実績) 専門学校1名 川市のみの施設であるため、渋
高校１名、大学１名 ○伊香保町奨学基金の設置 川市の例による。

管理及び給付に関する条 【課題】
例 ・ 保育料及び送迎については、

（給付） 周知徹底を図り、住民の理解を
高等学校:月額5,000円 得る必要がある。

(平成１４年度実績)
８名

３ 児童・生徒通学支援

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)通学バス運 ○渋川市通学バスの設置及 ○伊香保町スクールバスの ○小学校児童遠距離の送車 ○子持村有スクールバス・ ○赤城村スクールバス運行 なし
行事業 び管理に関する条例 設置及び管理に関する規 運行管理規程 巡回バス運行管理規程 規則

・路線数 ３路線 程 ・路線数 １路線 ・路線数 ４路線 ・路線数 １路線
・実施状況 ・路線数 １路線 ・実施状況 直営 ・実施状況 直営 ・実施状況 直営

業者委託 ２路線 ・実施状況 （村有軽自動車１台、 （村有マイクロバス４台、 （村有マイクロバス１台、
直営 １路線 （町のタウンバスを利用） 運転手嘱託１名） 臨時運転手８人） 運転手嘱託１名）

（市有マイクロバス２台、 ・利用対象者 ・利用対象者 ・利用対象者 ・利用対象者
臨時運転手２人） スクールバスを利用をで 走行距離は5km以上と おおむね２キロ以上を原 棚下地区の小、中学生

・利用対象者 きる者は、水沢地区から し、該当者の申し出にに 則とした利用対象地区に ・利用料金 無料
小学児童 概ね４㎞以上 通学する児童生徒とする より運行を行う。 住んでいる小・中学生
中学生徒 概ね６㎞以上 ・利用料 無料 ・利用料 月額2,000円 ・利用料金 無料

・利用方法
定期券及び回数券

・１５年６月利用者数
小学生79人中学生28人

(2)遠距離通学 ○渋川市遠距離通学児童・ なし なし なし ○赤城村児童生徒遠距離通 ○北橘村児童生徒等遠距離
児童・生徒通 生徒通学費補助金要綱 学者補助要綱 通学費補助金交付要綱
学費補助 ・対象者 ・対象者 ・対象者

小学児童 概ね４㎞以上 小学児童 ３㎞ 以上 赤城山地区の小中学生
中学生徒 概ね６㎞以上 中学生徒 ５㎞ 以上 ・補助額

・補助額 ・補助額 (バス運賃の３分の１)
第１子 年13,800円 小学児童 年 8,000円 小学児童 年11,300円
第２子 年15,600円 中学生徒 年17,000円 中学生徒 年21,200円
第３子以降 年17,400円
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議案第５０号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

４ 学校給食

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)調理施設 ・渋川市学校給食共同調理 ・自校方式 ・小野上村学校給食共同調 ・子持村学校給食共同調理 ・赤城村学校給食共同調理 ・自校方式
場 理場 場 場

(2)配送先等 ・小学校 ６校 ・小学校 １校 ・幼稚園 １園 ・小学校 ３校 ・小学校 ５校 ・小学校 ２校
・中学校 ４校 ・中学校 １校 ・小学校 １校 ・中学校 １校 ・中学校 ２校 ・中学校 １校

計 １０校 計 ２校 ・中学校 １校 計 ４校 計 ７校 計 ３校
計 ３施設

(3)給食費 ○給食費 ○給食費 ○給食費 ○給食費 ○給食費 ○給食費
・小学校児童 ・小学校児童 ・幼稚園児 ・小学校児童 ・小学校児童 ・小学校児童

年額 ４１,６００円 年額 ４２,０００円 年額 ４２,０００円 年額 ４２,０００円 年額 ５０,４００円 年額 ４２,０００円
・中学校生徒 ・中学校生徒 ・小学校児童 ・中学校生徒 ・中学校生徒 ・中学校生徒

年額 ４８,６００円 月額 ４９,２００円 年額 ４２,０００円 年額 ４８,０００円 年額 ５５,２００円 年額 ５１,６００円
・小学校教職員 ・小学教職員 ・中学校生徒 ・小中教員職員 ・小学校教職員 ・小教職員

年額 ４１,６００円 月額 ４８,０００円 年額 ４８,０００円 年額 ４８,０００円 年額 ５５,２００円 年額 ４２,０００円
・中学教職員・市職員 ・中学教職員 ・幼稚園教員 ・中学校教職員 ・中教職員

年額 ４８,６００円 月額 ５５,２００円 年額 ４２,０００円 年額 ５５,２００円 年額 ５１,６００円
・小教職員

年額 ４２,０００円
・中教職員

年額 ４８,０００円
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議案第５０号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

５ 幼稚園

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)公立幼稚園 ○公立幼稚園 ２園 廃園（平成１４年度） ○公立幼稚園 １園 ○公立幼稚園 ２園 ○公立幼稚園 ４園 ○公立幼稚園 １園
・対象 ・対象 ・対象 ・対象 ・対象

３～５歳児３年保育 ３～５歳児３年保育 ３～５歳児３年保育 ３～５歳児３年保育 ３～５歳児３年保育
・保育料 ・保育料 ・保育料 ・保育料 ・保育料

月額５,９００円 月額２,０００円 月額２,１００円 月額４,０００円 月額４,０００円
・送迎 なし ・送迎 ・送迎 ・送迎 ・送迎

公立幼稚園ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ送迎 公立幼稚園ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ送迎 公立幼稚園ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ送迎 公立幼稚園ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ送迎
・送迎利用料 （２台） ・送迎利用料 無料 ・送迎利用料

月額２,０００円 ・送迎利用料 無料 月額１,０００円

(2)公立幼稚園 ○渋川市立幼稚園保育料減 なし ○小野上村立かに石幼稚園 ○子持村立幼稚園保育料徴 ○赤城村立幼稚園保育料減 ○北橘村立幼稚園保育料等
保育料減免制 免規則（H15年度） 保育料徴収条例 収条例 免規程 徴収条例
度 （減免の対象） （減免の対象） （減免の対象） （減免の対象） （減免の対象）

・生活保護法の規定による ・非常災害の事由によって ・非常災害の事由によって ・生活保護法の規定による ・非常災害の事由によって
保護を受けている世帯及 住家を失った者 住家を失った者 保護を受けている世帯及 住家を失った者
び当該年度に納付すべき ・家庭貧困であって、特に ・家庭が経済的理由によっ び当該年度に納付すべき ・家庭が経済的理由によっ
市民税の所得割が非課税 保育料免除の必要のある て、特に保育料免除の必 村民税の所得割が非課税 て特に保育料及び使用料
となる世帯 者 要のある者 となる世帯 免除の必要ある者

（減免額） ・前記以外の者で、やむを ・前記以外の者で、やむを （減免額） ・前記以外の者でやむを得
ｱ)１人就園の場合及び同一 得ない理由によって保育 得ない理由によって保育 ・年額 48,000円 ない理由によって保育料

世帯から２人以上就園し 料の納付が困難と認めら 料の納付が困難と認めら 及び使用料の納付が困難
ている場合の最年長者 れる者 れる者 と認められる者

（第１子 ：年額 20,000円 ・引き続き3ヶ月以上の休 ・引き続き3ヶ月以上の休 ・引き続き3ヶ月以上の休）
ｲ)同一世帯から２人以上就 園を許可された者 学を許可された者 学を許可された者

園している場合の次年長 （減免額） （減免額） （減免額）
者 ・保育料の全部又は一部 ・保育料の全部又は一部 ・保育料及び使用料の全部

（第２子 ：年額 37,000円 又は一部）
ｳ)同一世帯から３人以上就

園している場合のｱ､ｲ以
外の園児

（第３子以降 ：）
年額 53,000円
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議案第５０号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(3)私立幼稚園 ○私立幼稚園 ４園 ○私立幼稚園 なし ○私立幼稚園 なし ○私立幼稚園 なし ○私立幼稚園 なし ○私立幼稚園 なし
・対象 ３・４・５歳児

【渋川市】 【伊香保町】
○渋川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 【H15年度】 ―

年額補助限度額
（補助対象経費：入園料及び保育料の合計）

区 分 １人就園の場合 同一世帯から２ 同一世帯から３
及び同一世帯か 人以上就園して 人以上就園して
ら２人以上就園 いる場合の次年 いる場合の左以 【小野上村】
している場合の 長者 外の園児 ―
最年長者

当該年度に納付すべき市 137,700円 180,000円 222,000円
民税が非課税となる世帯及
び生活保護法の規定による
保護を受けている世帯 【子持村】

―
当該年度に納付すべき市 104,900円 157,000円 209,000円

民税が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき市 80,400円 141,000円 200,000円
民背の所得割課税の額（世
帯構成員中２人以上に所得 【赤城村】
がある場合については、所 ―

。）得割課税の合計額とする
が8,800円以下となる世帯

当該年度に納付すべき市 56,500円 124,000円 190,000円
民背の所得割課税の額（世
帯構成員中２人以上に所得 【北橘村】
がある場合については、所
得割課税の合計額とする ―。）
が102,100円以下となる世
帯

(4)私学奨励 ○私立幼稚園協会補助金 なし なし なし なし なし
H14年度決算 ３,７６５,０４０円【 】

○私立幼稚園ＰＴＡ協会補
助金

１９０,０００円
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議案第５０号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-20 学校教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 先進地事例

西東京市 あ き る の 市 篠 山 市

《通学区域に関すること》 《学校教育事業》 《町立学校（園）の通学区域の取扱い》
当面、現行のままとするが、市境の地域につ （１）２市町同一のため現行のとおりとする。 通学区域については、現行のとおりとする。

いては、弾力的運用に努める。また、児童生徒 （２）育英資金貸付事業については、五日市町の 《学校教育関係の取扱い》
数の動向を踏まえ、新市において速やかに小・ 例により地域を拡大して実施する。 学校教育関係補助、助成及び奨学金制度につ
中学校の適正規模、適正配置の検討と合わせて （３）給食事業については、合併年度の翌年度か いては、新町においても実施することとし、内
通学区域の見直しを行う。 ら給食費等の統一化を図るように調整する。 容については、合併時に調整する。ただし、遠

《児童・生徒の就学援助等に関すること》 距離通学助成は現行のとおりとし、新町におい
国、都制度のため、現行のまま継続するが、 て調整する。

、 。新市において 速やかに基本的な方針を定める
中学校牛乳給食については、過去の経緯等に配
慮しつつ今後調整する。

《児童・生徒の健康管理に関すること》
合併後も現行の内容を継続して実施する。

《就学時健康診断に関すること》
合併後も現行の内容を継続して実施する。

か ほ く 市 さ ぬ き 市 東 か が わ 市

《小・中学校の通学区域》 《小中学校・幼稚園の通学区域の取扱い》 《学校教育関係の取扱い》
通学区域については、現行のとおりとする。 当面現行のとおりとする。ただし、新市にお （１）奨学金については、新町に移行後、白鳥町

ただし、指定学校の変更については、保護者の いて通学区域の検討を行う。 の例により育英資金貸付基金を設置する。貸付
申請により弾力的運用に努めるものとする。 《学校教育の取扱い》 条件等については、現行制度をもとに、合併時

《学校教育事業》 （１）幼稚園 に統一する。
１児童生徒の就学援助等については、現行のまま ①授業料及び入園料は、現行のとおりとする。 （２）給食費については、新町に移行後単価を統

新市に引き継ぐ。ただし、修学旅行費は七塚町 ②保育時間は 新市において統一して実施する 一する。給食センターについては、各町とも老、 。
の例による。 ③給食は、現行のとおりとする。 朽化が著しいため施設の近代化、衛生面の向上

２就学金制度については、新市においても実施す ④入園資格、定員及び学級数は、当面現行のと 及び合理化を図ることを目的として統合する。
ることとし、内容については、貸付方式の採用 おりとする。ただし、新市において検討を行 （３）スクールバスの運行については、現状の区
も検討し、合併時に調整する。 う。 域内で新町に引き継ぐ。

３スクールバスの運行については、概ね通学距離 ⑤授業料等減免及び私立幼稚園就園奨励費補助 （４）就学時健康診断、通学児童生徒の健康管理
が２Km以上の地区の小学生を対象に現在運行 金については、国の基準により設定する。 については、現行のとおり新町に引き継ぎ、小

している学校で実施する。 （２）各種委員会等 児成人病検査については、白鳥町の例により新
４遠距離通学費補助については、廃止する。 心身障害児就学指導委員会及び遠距離通学者 町において、実施する。

、 。 （ ） 、 。５学校給食については、現行のとおり新市に引き 等対策委員会は 新市において新たに設置する ５ 平日の保育は 午後２時３０分までとする
継ぐ。ただし、給食費については合併年度の翌 （３）その他事業 幼稚園の３歳児保育については、白鳥町の例に
年度から高松町及び宇ノ気町の例による。 奨学金制度については、水準の高い町の例に より調整し合併時に統一する。

６幼稚園就園奨励費補助、私立幼稚園運営費補助 より実施する。なお、奨学金の額は、次のとお （６）預かり保育については、保育に欠ける幼稚
及び私立幼稚園施設整備費補助については、合 りとする。 園児については、当分の間幼稚園において長期
併時に調整する。 ［高等学校生徒、高等専門学校学生］ 休業中も含め、午後６時まで実施し、預かり保

１５，０００円／月、貸付期間 ５年以内 育をしない日については、新市において調整す
［大学学生、専修学校生徒］ る。預かり保育に係る保育料は、月額５，００

３７，０００円／月、貸付期間 ４年以内 ０円程度とし、新市において調整する。
（ ） 、《学校給食の取扱い》 ７ 小学校低学年の放課後児童対策については

（１）当面現行のとおりとする。ただし、新市に 既存の公立児童館及び各小学校の空教室におい
おいて施設、給食費等の検討を行う。 て対応できるよう、新市において調整する。保

（２）運営委員会 育時間は、引田町の例による。まつばら児童館
新市において、新たに設置する。 においては、学童保育を実施する。

《使用料、手数料の取扱い》
（１）幼稚園の入園料については、合併時に廃止

する。
（２）授業料については、合併時に白鳥町、大内

町の例により統一する。
（３）保育料は、合併時に引田町の例により統一

する。
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議案第５１号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

１ 生涯学習、芸術文化振興、公民館、青少年教育の各種事業については、 ４ 体育祭及び市民スポーツ祭については、新市において統一的実施に向け
現行を基本に新市において調整する。 て調整する。

調 整 方 針 ２ 成人式については、新市において統一的実施に向けて調整する。
、 、 。３ 文化財整備については 新市において整備計画を策定し 順次実施する

現 況 調整理由・課題

1【調整理由】１ 社会教育関係
・ 社会教育については、住民の

生活文化の振興のため充実した細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
環境を整備する必要がある。ま

(1) 社会教育・ ・中央公民館 １ ・伊香保ｺﾆｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ １ ・公民館 １ ・公民館 １ ・中央公民館 １ ・中央公民館 １ た、生涯学習・芸術文化振興・
文化施設概要 ・地区公民館 ６ ・上野ｺﾆｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(分館)１ ・分館 ２ ・歴史資料館 １ ・歴史民俗資料館 １ 公民館・青少年教育の各種事業

・人権教育集会所 ３ ・徳富蘆花記念文学館 １ については、市町村におけるこ
・市民会館 １ れまでの経緯及び実績から、現
・図書館 １ 行を基本に新市において調整す
・美術館 １ る。

【課題】
(2)生涯学習 ○しぶかわ出前講座 ○家庭教育学級 ○高齢者学級(12講座) ○生涯学習推進大会 ○生涯学習推進大会 ○生涯学習をすすめる会の ・ これまでの各地区における実

関係 ・市民が主催する学習会な ○すこやか学級 ・午前：全体 ○彌酔の句会 ○生涯学習推進事業 ・4部会 産業文化 家庭 績を有効に生かしながら、地区（ 、 、
どへ市の職員が出前する ○小学校セミナー ・午後：クラブ活動 ○生涯学習推進事業 ○赤城ふれあいまつり 地域、健康ｽﾎﾟｰﾂ、学校 公民館との連携の中で調整して

73講座 H15 ○子育て講座 （民謡踊り、合唱、囲碁 ○人材バンク ○生涯学習だより 教育）で各々の事業を実 いく必要がある。（ ）
○人材バンク ○IT講習会 将棋、ゲートボール、 「あいおい」発行 施 ・ 文化祭は、旧市町村単位の実
○生涯学習だより ○漢字検定講座 グランドゴルフ 手芸 ○生涯学習モデル事業 施と市全域実施とする必要があ、 ）
・年間の学習情報を掲載 ○コミセン通信 ○七夕祭り る。

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの情報を掲載 ○生涯学習振興大会 ・ 公民館は、中央館と地区館に
整理、又図書館は、中央館と地
区館、公民館図書室に整理する

(3)芸術文化振 ○渋川市文化祭 ○伊香保町「町民文化祭」 ○小野上村「村民文化祭」 ○子持村「村民文化祭」 ○赤城村ふれあいまつり ○北橘村文化祭 必要がある。
興 ・文化協会に加盟の団体が ・文化協会加盟団体及び一 ・文化協会に加盟団体と幼 ・村内の文化団体・個人が ・文化協会に加盟の団体が ・文化協会を中心に演技・ ・ 公民館長は常勤とし、職員配

演技・展示部門で発表 般町民、作品展示、芸能 小中学生が演技・展示部 展示・芸能発表部門で発 演技・展示部門で発表 展示部門で発表 置についても事業計画に見合っ
○創作こけし美術展 発表会 門で発表・文化講演会開 表 ・実行委員会方式 た適正な配置となるよう配慮す
・全国の創作こけし作家の ○コミセン人形劇 催 ・文化講演会開催 ることが望ましい。

作品を展示 ・保育園児から小学生くら ○三国脇往還白井宿彌酔の
○しぶかわ能 いまでに人形劇を楽しん 句 2【調整理由】会
・能・狂言を市内中学生や でもらう ・全国の俳句愛好者が集い ・ 成人式については対象者数

市民に提供 ○コミセンコンサート 句会を開催。 が、市民会館での開催可能な範
○バンドフェスティバル ・町民文化祭の一環として ○ミニ展覧会 囲であり、現行のとおりの実施
・市内の小・中・高校と一 コンサートを開催 ・村内の文化団体・個人の 方法であれば、統一会場での実

般の吹奏楽の発表会 作品を通年展示 施も可能である。
○野外彫刻の設置、管理 ・各種生涯学習講座受講生 【課題】

の成果発表 ・ 統一会場での実施の場合、駐
○文化活動指導者研修会 車場や、記念撮影に要する時間
・年１回 県内１泊２日 の問題など現行形態での実施の

場合では課題があるため、実施
方法の見直しが必要である。
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議案第５１号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

3【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 地域の歴史を伝える文化財を

(4)公民館各種 ○市民教養講座 ○成人学級 ○陶芸教室 ○家庭教育学級 ○高齢者教室 ○高齢者学級 後世に残すため、保存・活用の
講座 ・講演会 1回 390人 ・竹細工教室 21人 24回 250人 ・すこやかリトミック教室 ○親子教室 ・北橘村いきいき大学 方策を講じ、新市における計画

・ふれあいﾊﾞﾗｴﾃｨｰｼｮｳ ・ｶﾝﾘｰｸﾗﾌﾄ教室 9人 ○フラワーアレンジメント 6回 210組 ○初心者デッサン教室 7回 183人 に基づき、順次実施する。
2回 700人 ・押し絵教室 7人 10回 140人 ・親子絵本教室 ○絵画教室 ○家庭教育学級 ・ 予定されている包蔵地に対し

・尻高人形 1回 50人 ・ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ教室 7人 ○水墨画教室 10回 400組 ○読み聞かせ会 7回 74人 対応できる組織体制を整え 埋、「
○少年少女合唱団 ○各種教養講座 5回 50人 ○高齢者学級 ○アロマテラピー教室 ○成人講座 蔵文化財の保護と発掘調査の円

団員25人 実施40回 ・町民教養講座 76人 ○パソコン教室 ・出前リフレッシュ教室 ○初心者英会話教室 ・趣味との出会い 滑化等について （平成１０年」
○家庭教育学級 ・ｺﾐｾﾝｺﾝｻｰﾄ 61人 3回 30人 3学級 各3回 279人 ○I T講習 5回 77人 文化庁通知）に基づき実施する

17学級 2,431人 ・文化講演会 30人 ○若がえり学級 ○女性学級 ・初級パソコン教室 ・ふるさと再発見 必要がある。
実施 94回 ○コミセン人形劇 80人 1学級 14回 650人 ・ 3回 60人 5回 54人生き生きマイライフ教室

○高齢者学級 8回 200人 ・中級パソコン教室 ○北たちばな元気なこども 【課題】
10学級 6,665人 ○成人学級 ワードコース クラブ ・ 国庫補助事業の調整が必要で
実施 84回 ・はじめての短歌教室 5回 100人 ・茶道教室 1回 10人 ある。

○市民運動会 6回 72人 エクセルコース ・子ども絵手紙教室 ・ 職員の適切な配置。予想され
参加者 4,623人 ・お父さんの料理教室 5回 100人 1回 34人 る発掘調査、その後の資料整理
実施 3回 5回 35人 ・おもしろ科学教室 に対応できる職員配置が必要で

○親子ふれあい教室 ・上州弁講座 2回 86人 ある。
33学級 5,165人 1回 17人 ・親子おやつつくり教室 ・ 民間調査組織の導入は文化庁
実施 149回 ・初級パソコン教室 2回 46組 通知に基づき実施する必要があ

○成人学級 2学級 8回 256人 ・折り紙教室 1回 10人 る。
22学級 2,560人 ・ポーセラーツ教室 ・親子折り紙教室 ・ 現在抱えている資料整理事業
実施 131回 4回 48人 1回 32組 活用事業との調整が必要である

○女性学級 ・３Ｂ体操体験教室 ・幼稚園保育体験
15学級 2,170人 3回 39人 2回 6人 4【調整理由】
実施 82回 ○ミニ展覧会 ・着付け教室 1回 3人 ・ 体育祭については、各市町村

○公民館大会 通年開催 129人 ・皮をつかう工作教室 の最大のスポーツイベントであ
・ふるさとまつり 600人 ○映画鑑賞会 3回 83人 り、スポーツ振興のみならず、
○元旦マラソン 2回 588人 ・ソーラーカー工作 地域づくりの観点からも、継続
（金島、古巻、豊秋） （平成14年度実績） 2回 54人 実施の方向で、内容・方法等総

1,070人 実施3回 ・車椅子体験教室 合的な再編を行う。
○作品展 1回 15人 ・ 市民スポーツ祭については、

4,113人 実施14回 ・習字教室 1回 44人 新市全域のスポーツイベントと
○納涼祭夏祭 ・福祉ボランティア して定着させるため内容を再編

2,010人 実施3回 2回 4人 して、統一的に実施する。
・料理教室 1回 15人 【課題】
・奥利根ダム見学会 ・ 体育祭は、各地区開催におけ

1回 33人 るスタッフの協力体制など運営
・竹太鼓とリコーダー教室 上の課題がある。

5回 115人 ・ 市民スポーツ祭は種目別大会
○映画上映会 の開催について、内容・方法等
（中央公民館ホール） を調整する必要がある。

○村民芸術劇場事業による
催し物の開催

(5)成人式 ・開催日 ・開催日 ・開催日 ・開催日 ・開催日 ・開催日
成人の日の前日 成人の日の前日 成人の日の前日 成人の日の前日 成人の日の前日 成人の日の前日

・開催場所 ・開催場所 ・開催場所 ・開催場所 ・開催場所 ・開催場所
市民会館大ホール 観光会館 基幹集落センター 社会体育館 ユートピア赤城 中央公民館ホール

・内容 ・内容 ・内容 ・内容 ・内容 ・内容
式典、記念写真、植樹 式典、記念撮影、合唱 式典、記念撮影、植樹 式典、記念撮影 式典、記念撮影、談話ｺｰ 式典、記念撮影

ﾅｰ
・参加者 ・参加者 ・参加者 ・参加者 ・参加者 ・参加者

451人(対象者601人) 35人(対象者41人) 20人(対象者28人) 143人(対象者175人) 154人(対象者215人) 132人(対象者153人)
〈H15.1〉 〈H15.1〉 〈H15.1〉 〈H15.1〉 〈H15.1〉 〈H15.1〉
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議案第５１号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

２ 青少年教育関係

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)青少年対策 ○少年の主張渋川市大会 ○少年の主張校内大会 ○少年の主張 ○少年の主張校内大会 ○少年の主張校内大会 ○少年の主張北橘村大会
事業等 ・市内４中学校から20名が ・校内中学生が参加優秀者 ・中学生の意見発表 ・校内中学生が参加 ・優秀者１名は勢多郡大会 ・優秀者１名は勢多郡大会

参加。優秀者2名は、中 2名は北群馬地区大会へ 2名は北群馬地区大会へ 優秀者３名は北群馬地区 へ参加 へ参加
部地区大会へ参加 参加 大会へ参加

○少年対象講座 ○少年対象講座 ○少年対象講座 ○少年対象講座 ○少年対象講座 ○少年対象講座
『少年土曜教室』 ・おもしろ事業 20回 ・囲碁将棋教室 ・作法教室 ・少年教室 『たちばなふれあい教室』

主に第2、第4土曜日に 内 土曜日8回 参加者 25人 参加者 40人 ・ﾌﾞｰﾒﾗﾝつくり教室（ ）
公民館で実施 ○青少年交流 ○青少年交流 ・レザークラフト教室 ・絵画教室 参加者 42人

・おもしろ科学教室 ・逗子子ども体験教室 ・神津島会場 参加者 47人 参加者 30人 ・囲碁教室
2回、参加者100人 小学6年生 24人 小野上小6年生 24人 ・親子染色教室 ・木工教室 参加者 16人

・レタリング教室 引率 5人 参加者 37人 参加者 20人 ・親子でﾌﾟﾘﾝﾄTｼｬﾂ
2回、参加者200人 ・小野上会場 ・夏休み囲碁将棋教室 参加者 43人

・地区青少推委託事業 神津島小4ｰ6年生 31人 5回 参加者 25人 ・土器作り教室
4地区×2回 引率 5人 ・天体観測教室 参加者 40人

2回 参加者 38人 ・木工教室
・陶芸教室 参加者 33人

2回 参加者 26人 ・親子でﾌﾟﾘﾝﾄTｼｬﾂ
○世代間交流事業 参加者 26人
・クリスマスリース教室 ・折り紙を楽しもう

参加者 17人 参加者 23人
・親子凧作り教室 ・正月飾り作り教室

参加者 28人 参加者 9人
○平成15年度週5日制に伴 ・みんなで遊ぼう

う児童・生徒受入事業 参加者 23人
10団体 130人

○青少年交流
・白浜会場

子持中1年生 93人
・子持会場

子持中1年生 104人

○非行防止パレード ― ― ― ― ―
・へそ祭り開催時に健全育

成関係団体が集合し、広
報啓発活動を行う

○青少年健全育成３季運動 ○青少年健全育成３季運動 ○青少年健全育成３季運動 ○青少年健全育成３季運動 ― ―
・広報車を利用した広報啓 ・広報車を利用した広報啓 ・広報車を利用した広報啓 ・広報車を利用した広報

発活動 発活動 発活動 啓発活動
・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推

○駅頭キャンペーン ○駅頭キャンペーン ○駅頭キャンペーン ○駅頭キャンペーン ○駅頭キャンペーン ○駅頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
・下校時の高校生を対象と ・登校時の高校生を対象に ・下校時の高校生を対象と ・下校時の高校生を対象と ・下校時の高校生を対象と ・登校時の高校生を対象と

した啓発活動。年１回 した啓発活動を年1回 した啓発活動。年1回 した啓発活動。年1回 した啓発活動。年1回 した啓発活動 年1回
・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推 ・協力：青少推

○通学防犯協力の家 ○安全協力の家 子ども安全協力の家 ○子ども安全協力の家 ○通学防犯協力の家 ○通学防犯協力の家
・指定件数：約500軒 ・指定件数 69件 ・指定件数 49軒 ・委嘱数 116軒 ・指定件数 114軒 ・指定件数 160軒
・関係者会議：年1回 ○安全協力の車 ・協力：PTA、青少推 ・協力：青少推 ・協力：PTA、青少推
・協力：PTA、青少推 ・協力：小中ＰＴＡ連協

○補導活動 ○非行防止パトロール ○夏･冬の青少年健全育成 ○防犯パトロール ○防犯パトロール ○防犯パトロール
・補導員数：30名 ・伊香保祭り、渋川祭り等 運動 ・へそ祭り・除夜祭時 ・補導員数 22名 ・夏休み青少年育成関係団
・定例補導：月8回 青少年関係団体で実施 ・夜間パトロール年5回実 ○青少年健全育成運動 ・夏の補導 5回 体連絡会で実施
・特別補導：祭礼等 ・パトロール年6回実施 施 ・夜間パトロール ・地区別夏の補導

・運動員 27名 ・中高生の親
年12回（8人前後） 22区×30日
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議案第５１号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

３ 図書館(室)関係

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

（ ）(1)設置箇所数 ・図書館 １カ所 ・公民館図書室１カ所 ・公民館図書室１カ所 ・公民館図書室 １カ所 ・公民館図書室 ２カ所 ・図書館１カ所 公民館内
（ ）・公民館図書室５カ所 うち１ヶ所は児童図書室

(2)蔵書数 ２３６，６３２点 １４，０００点 １１，５４９点 ２４，０００点 ６，８９４点 ２８,３６８点
（公民館）50,679点 （移動図書）2,800点 (H15.4.1)

(3)移動図書館 ― ― ・ やまばと号」 ・ かえで号」 ― ―「 「
村内巡回(４７カ所) 村内巡回（３６カ所）

４ 文化財保護管理

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)指定文化財 ○指定文化財の件数 ○指定文化財の件数 ○指定文化財の件数 ○指定文化財の件数 ○指定文化財の件数 ○指定文化財の件数
の状況 ・国指定 １件 ・国指定 0件 ・国指定 0件 ・国指定 1件 ・国指定 4件 ・国指定 1件

・県指定 17件 ・県指定 1件 ・県指定 1件 ・県指定 8件 ・県指定 5件 ・県指定 3件
・市指定 30件 ・町指定 16件 ・村指定 7件 ・村指定 27件 ・村指定 15件 ・村指定 17件

（国・県指定候補あり）

(2)文化財整備 ○指定文化財の保存事業 ○指定文化財の保存事業 ○指定文化財の保存事業 ○指定文化財の保存事業 ○指定文化財の保存事業 ○指定文化財の保存事業
・国･県･市指定文化財の標 ・指定文化財標柱・説明板 ・指定文化財標柱・説明板 ・指定文化財標柱、説明版 ・指定文化財標柱、説明板 ・指定文化財、重要遺跡の

柱、説明板の設置・更新 の補修 の補修 の補修 の補修 案内板、説明板設置
・指定史跡等の整備事業 ・黒井峯遺跡整備検討委員 ・国指定滝沢遺跡の公有地 ・村指定重要文化財郷蔵復
・中筋遺跡の復元公開 会 化 元整備

・白井城址整備検討委員会 (H14・15年度事業)：
826万円(H14)
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議案第５１号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

５ スポーツ振興事業

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1) 体育祭等 ○市民スポーツ祭オープニ ○町民運動会 ○村民スポーツ祭 ○村民体育祭 ○村民体育祭 ○村民体育祭
ング大会
・概要：４月第４日曜日に ・開催日：毎年９月 ・開催日：毎年１０月 ・開催日：毎年１０月 ・開催日：毎年１０月 ・開催日：毎年１０月

体育協会加盟団体及 第１日曜日実施 第２日曜日実施 第２日曜日実施 第２日曜日実施 第２日曜日実施
びｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協 ・会場：伊香保町屋外運動 ・会場：小野上村山村広場 ・会場：子持村中学校 ・会場：赤城村総合運動自 ・会場：北橘村グラウンド
会加盟団体が参加 場 然公園陸上競技場 陸上競技場
し、市民スポーツ祭 ・参加者：約900人 ・参加者：約800人 ・参加者：約2,280人 ・参加者：約3,500人 ・参加者：約3,100人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）活動の幕開けを飾る H13年度実績 H13年度実績 H13年度実績 H13年度実績 H13年度実績
大会として、体力と
健康の保持に寄与す
べく実行委員会形式 ○軽スポーツフェスティバ
で実施している。 ル

・会場： ・概要：村民の健康の保持
総合公園陸上競技場 を目的として、５
運動広場 月中旬に実施。
総合公園体育館 軽ｽﾎﾟｰﾂを中心にｽ
総合公園テニス場 ﾎﾟｰﾂ 大会形式で

・参加者：1,880人 実施している
・委託料：2,145千円

(H14年度) ・会場：北橘村社会体育館
○種目別大会 ・参加者：150名
・概要：７月から翌年１月 ・報償費： 60千円

まで 23競技とｽﾎﾟ ・需用費： 50千円、
ﾚｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙを実施 (H14年度)

・参加者：4,388人
(H14年度)

○市内４地区の公民館主催
で、地域ごとに実施

※金島地区
体育の日前日・開催日:10月

・会場：金島小学校
・参加者：1,000人
※古巻地区

体育の日前日・開催日:10月
・会場：古巻中学校
・参加者：2,000人
※豊秋地区

体育の日前日・開催日:10月
・会場：豊秋小学校
・参加者：1,450人
※渋川地区

体育の日前日・開催日:10月
・会場：北小学校
・参加者：300人

（ ）H13年度実績

(2)市民体力づ ○市民家庭ｽﾎﾟｰﾂの日 ○町民ハイキング ○村民ハイキング 50人 ○黒井峯遺跡マラソン ○巡回スポーツ教室 ―
くり事業 ・毎月第２日曜日 ・春秋年２回実施 ○村民ゴルフ大会 ・ウォーク ７㎞ 22行政区

・２名の体育指導委員が指 (体協に委託) ・年２回実施 ・マラソン 2㎞・4㎞・
導 ○体育館開放日に体育指導 ○グランドゴルフ大会 10㎞

○総合公園運動施設開放 委員が指導 ○トレーニングルームイン
○武道館でのトレーニング ストラクター配置

指導 ○体力測定

(3)市民スポー ○水中健康づくり ○健康体操教室 ○軽スポーツ教室 ○健康スポーツ教室 ○スポレク教室 ○スポレク教室
ツ教室 ○水泳教室 ○ゴルフ教室 ○卓球教室 (軽スポーツ) ○パドルテニス教室

○パドルテニス ○高齢者体操教室 ○オリエンテーリング大会
○体力づくり教室 ○ソフトテニス教室 ○スポーツチャンバラ教室
○気功教室 ○バトミントン教室 ○つなひき教室
○ソフトヨガ ○スキー教室 ○ファミリーなわとび教室
○スキー教室 ○中学生バレーボール大会
○ゴルフ教室 ○着衣泳教室
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議案第５１号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】
（公民館の目的）
第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教○社会教育法（抜粋）

育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の
（社会教育の定義） 増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目
第２条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学 的とする。

校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行わ
れる組織的な教育活動（体育及びレクリェーションの活動を含む ）をいう。 （公民館の事業）。

、 、 、 。 、第22条 公民館は 第20条の目的達成のために おおむね 次の事業を行う 但し
（国及び地方公共団体の任務） この法律及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。
第３条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教 (1) 定期講座を開設すること。

育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作成、頒布その他の方法 (2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即 (3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。
する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。 (4) 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること。

２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び (5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め (6) その他の施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
るとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。

○文化財保護法（抜粋）（市町村の教育委員会の事務）
第５条 市町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲

内において、次の事務を行う。 （政府及び地方公共団体の任務）
(1) 社会教育に必要な援助を行うこと。 第３条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解の
(2) 社会教育委員の委嘱に関すること。 ため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなす
(3) 公民館の配置及び管理に関すること。 ものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもっ
(4) 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管 てこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

理に関すること。
(5) 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及び奨励に関すること。

○スポーツ振興法（抜粋）(6) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれら
の奨励に関すること。

(7) 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開設並びにこ 第２章 スポーツの振興のための措置
れらの奨励に関すること。

(8) 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関する （スポーツ行事の実施及び奨励）
こと。 第７条 地方公共団体は、ひろく住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動

(9) 生活の科学科の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するように
(10) 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 努め、かつ、団体その他の者がこれらの行事を実施するよう奨励しなければなら
(11) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 ない。
(12) 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験 ２ 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものと

活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること する。
(13) 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
(14) 視聴覚教育、体育、及びレクリェーションに必要な設備、機材及び資料の提供に関 （施設の整備）

すること。 第12条 国及び地方公共団体は、体育館、水泳プールその他の政令で定めるスポー
（ 。 。） 、(15) 情報の交換及び調査研究に関すること。 ツ施設 スポーツの設備を含む 以下同じ が政令で定める基準に達するよう

(16) その他第3条第1項の任務を達成するために必要な事務。 その整備に努めなければならない。

（図書館及び博物館） 第４章 国の補助等
第９条 図書館及び博物館は社会教育のための機関とする。

（地方公共団体の補助）
第22条 地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的と

する団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することが
できる。
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議案第５１号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-21 社会教育の取扱い 関 係 項 目

６ 先進地事例

か ほ く 市 篠 山 市 さ ぬ き 市

(1)少年補導センター事業については、現行のとお (1)社会教育関係審議会等については、新市におい (1)主要事業については、各町の現状を踏まえつつ
り新市に引き継ぐものとする。 て新たに設置する。 実施方法等の調整を図る。

(2)社会教育表彰事業については、実施の方向で新 (2)子育てふれあいセンター事業及び社会教育指導 (2)各種行事関係、生涯学習講座等は、基本的に現
、 。 、 。市において調整する。 員の設置事業については 現行のとおりとする 行のとおりとするが 新市において調整を図る

(3)成人式については、各町の現状を踏まえ新市に (3)視覚障害者広報活動事業は 篠山町の例による (3)指定文化財等は、新市に引き継ぐこととする。、 。
、 。おいて実施方法等を調整する。 (4)町指定文化財は、新市に引き継ぐ。 (4)各事業等は 新市においても継続して実施する

(4)立志式については、現行のとおり新市に引き継 (5)同和教育について、人権教育推進市町村事業等
ぐものとする。 は、新市においても引き続き実施し、事業内容

(5)社会体育施設運営、維持管理業務については、 の充実を図る。
新市において効率的な実施方法に調整する。

(6)各種スポーツ大会については、新市において同
一、又は類似する競技の統合、又は再編等を行
い実施する。

(7)総合型地域スポーツクラブについては、中学校
区ごとに設立する。

西 東 京 市 南 ア ル プ ス 市 あ さ ぎ り 町

(1)社会教育事業について、成人式、市民文化祭等 (1)生涯学習の各講座については、現行のとおり新 社会教育については、住民の教育向上、生活文化
は、当面、現行の内容を継続し、新市において 市に引き継ぎ、一本化できるものについては適 の振興のため充実した環境を整備する。また、各
そのあり方を検討する。 宜調整する。生涯学習センター(公民館等)事業 事業については、新町において検討調整する。

(2)社会教育施設について、運営については、当面 は 合併後の新市全域を対象として充実を図る (1)各講座については、住民の要望を考慮し実施す、 。
現行のとおりとする。但し、財団法人保谷市文 (2)現在各町村で行っている各種スポーツ大会は原 る。内容等については、新町において検討調整
化・スポーツ振興財団の活用を今後検討する。 則として継続するが、一本化できるもの、全体 する。

(3)体育・スポーツ及びレクリェーション事業につ で実施した方が効果的なものを新市において見 (2)文化協会については、合併時に統一する。内容
いて 当面 現行のまま事業を実施する 但し 直し検討を図る。 等については、新町において検討調整する。、 、 。 、
財団法人保谷市文化・スポーツ財団の活用を今 (3)体育･スポーツ施設については、学校施設開放 (3)町村指定文化財、文化財関係資料、町村史及び
後検討する。 も含め、利用時間などサービス内容を調整のう 深田村文化財保護条例に定める保存、未指定文

、 、(4)青少年健全育成事業について、新市において事 え継続実施することとし、新市において施設を 化財の登録 環境保全地区の取扱いについては
業全般のあり方を調整する。 気軽に使用できるシステムなどについて検討す 新町に引き継ぐ。

(5)生涯学習推進計画について、新市において新た る。 (4)社会教育委員、公民館運営審議会、文化財保護
に策定する。 (4)体育指導員は現行水準が低下しないよう激減緩 委員会については、新町において設置する。

(6)公民館について 「地区館ー分館」方式とし、 和措置等を視野に入れながら調整を図る。 (5)唯一の社会教育団体である５町村の体育協会、
田無地区・保谷地区に各々一つの地区館と二つ (5)使用料及び手数料の取扱いについては、次のと は、合併時に統一する。
の分館を置く。 おりとする。 (6)スポーツ行事については、新町の教育委員会及

、 。 、(7)図書館について、中央図書館を中央館とし、そ ・社会教育施設、社会体育施設の使用料について び体育協会において調整し 決定する ただし
の他の館を地域館とする。 は、現行のまま移行し新市において統一した算 現行の単位で開催することが適当な行事につい

(8)集会所等について 現行のまま新市へ引き継ぐ 定方式等により設定できるよう速やかに調整を ては、当分の間継続する。、 。
(9)文化財の保護について、市指定文化財、郷土資 図る。 (7)体育指導員については、スポーツ振興法の規定

料室は現行のまま新市に引き継ぐ。 ・使用料の免除規定については、類似施設で相違 により新町においても置くものとする。
(10)学校施設開放について、合併後も現行の内容 のないよう合併までに統一した基準等を定める (8)スポーツ災害補償については、新町においても。

を継続して実施する。 ・手数料については、現行のとおりとする。 引き続き加入する。
(6)補助金の取扱いについては、現状のまま新市に (9)社会体育施設については、すべて新町に引き継

移行し、新市において見直しを行う際に、必要 ぐ。
に応じ調整する。 (10)人権教育・同和対策については、新町におい

(7)体育協会の取扱いについては、次のとおりとす て計画し実施する。
る。

・新市の体育協会を設置し、町村の体育協会は各
地区体育協会とし、新市体育協会の加盟団体と
する。

・新市体育協会の会費等は、事業等と併せて新市
体育協会において検討することとし、各地区体
育協会の会費等の取扱いについては、各地区体
育協会（現町村体育協会）に一任する。

・地区体育協会等加盟団体への助成は、均等割、
会員数及び事業等を考慮する中で新市体育協会
において検討する。
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